
　

　

　

は　

じ　

め　

に

　
　

医
者
ス
レ
ハ　

初
ハ
和
蘭　

后
獨
乙　

も
ど
り
に
遊
べ　

英
の
龍
動
（ 

）

　

慶
応
三
年
六
月
、
青
木
周
蔵
は
長
崎
に
お
い
て
留
学
の
藩
命
を
ま
ち
な
が
ら
、
戯
れ
歌
を
詠
む
。
青
木
は
、
ど
の
国
に
留
学
す
る
か
決

め
か
ね
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
年
あ
ま
り
の
ち
に
プ
ロ
イ
セ
ン
へ
旅
立
つ
。

　

青
木
は
、
萩
藩
寒
村
の
地
下
医
の
子
に
生
ま
れ
る
。
の
ち
に
萩
藩
医
の
名
家
青
木
家
に
婿
入
り
し
、
青
木
家
の
養
嗣
子
と
い
う
立
場
で
、

藩
庁
に
「
医
学
及
ヒ
衛
生
学
」
の
研
究
の
た
め
に
西
欧
へ
留
学
派
遣
す
る
よ
う
願
い
で
る
。
萩
藩
軍
制
総
掛
国
政
方
の
木
戸
孝
允
に
個
人

的
に
支
援
を
要
請
し
、
藩
庁
か
ら
許
諾
を
え
る
。
青
木
家
と
木
戸
の
実
家
で
あ
る
和
田
家
と
は
近
所
同
志
、
医
者
仲
間
と
し
て
親
交
が
あ
っ

た
。
第
二
次
長
州
征
伐
以
後
、
長
州
人
は
幕
府
直
轄
の
オ
ラ
ン
ダ
医
学
校
で
あ
る
精
得
館
に
入
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
青
木
は

精
得
館
に
出
入
り
し
（ 

）、
幕
府
伝
習
生
や
諸
藩
の
伝
習
生
と
と
も
に
、「
和
蘭
の
醫
書
は
大
抵
獨
逸
の
翻
譯
書
で
、
其
本
家
の
獨
逸
は
大
學
も

澤
山
あ
り
、
良
醫
も
多
く
輩
出
し
居
る
（ 

）」
と
い
う
認
識
を
い
だ
く
。
青
木
は
、
長
崎
に
お
い
て
、
高
知
藩
の
留
学
候
補
生
で
あ
る
萩
原
三

圭
と
親
交
を
む
す
び
、
と
も
に
プ
ロ
イ
セ
ン
を
留
学
国
に
選
択
す
る
。

１

２

３
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青
木
は
、
医
学
留
学
生
と
し
て
ド
イ
ツ
へ
派
遣
さ
れ
る
が
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
法
学
部
に
学
籍
登
録
し
た
だ
け
で
な
く
、
プ
ロ
イ
セ
ン
欽

定
憲
法
の
原
理
に
も
と
づ
く
「
海
外
で
書
か
れ
た
唯
一
の
私
擬
憲
法
」
で
あ
る
「
大
日
本
政
規
」
と
「
憲
法
制
定
の
理
由
書
」
を
起
草
す

る
（ 

）。
さ
ら
に
、
北
ド
イ
ツ
連
邦
留
学
生
総
代
と
し
て
在
外
公
使
に
あ
た
る
弁
務
使
の
職
掌
を
代
行
し
、「
一
時
百
餘
名
の
留
学
生
」
を
監

督
す
る
（ 

）
。
青
木
は
、
職
務
の
一
環
と
し
て
、
ベ
ル
リ
ン
に
到
着
し
た
大
学
東
校
留
学
生
、
北
白
川
宮
能
久
の
随
員
、
ロ
シ
ア
留
学
生
な
ど

に
専
攻
を
変
更
す
る
よ
う
す
す
め
た
り
、
ド
イ
ツ
に
と
ど
ま
る
よ
う
説
得
し
た
り
す
る
。

　

青
木
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

留
学
生
ハ
此
ノ
如
ク
多
数
ナ
リ
シ
ト 

モ
、
其
ノ
大
部
分
ハ
醫
學
修
行
者
ニ
非
サ
レ
ハ
則
チ
兵
学
研
究
者
ナ
リ
、
然
レ
ト
モ
一
国
ノ

文
明
ハ
單
ニ
醫
学
若
ク
ハ
兵
学
ノ
研
究
ノ
ミ
ニ
テ
増
進
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
カ
故
ニ
、
予
ハ
幾
多
ノ
留
学
生
ヲ
シ
テ
各
其
ノ
長
所

若
ク
ハ
嗜
好
ニ
従
ヒ
、
或
ハ
政
治
經
濟
ノ
学
ヲ
修
メ
、
或
ハ
各
種
ノ
工
業
ヲ
實
際
的
研
究
セ
シ
ム
ル
ハ
寧
ロ
国
家
カ
廣
ク
知
識
ヲ
世

界
ニ
求
メ
国
運
ノ
隆
興
ヲ
計
ラ
ン
ト
シ
テ
、
多
数
ノ
留
学
生
ヲ
海
外
ニ
派
遣
ス
ル
ノ
主
旨
ニ
副
フ
モ
ノ
ト
思
惟
セ
シ
（ 

）

　

大
学
東
校
留
学
生
の
な
か
に
も
青
木
の
説
得
に
応
じ
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
、
や
が
て
次
の
よ
う
な
情
況
が
生
ま
れ
る
。

此
等
ノ
留
学
生
前
後
歸
朝
シ
テ
法
令
制
定
等
ニ
尽
力
シ
特
ニ
帝
国
憲
法
ハ
殆
ン
ト
孛
国
憲
法
ヲ
直
写
セ
ル
如
キ
独
逸
思
想
ヲ
以
テ
政

治
ノ
新
枢
軸
ヲ
確
立
セ
リ
（ 

）

　

新
政
府
が
ド
イ
ツ
ヘ
留
学
生
を
派
遣
し
た
の
は
、
医
学
や
軍
事
学
を
移
植
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
予
期
せ
ぬ
留
学
が

還
元
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
明
治
十
四
年
の
政
変
に
む
け
、「
ド
イ
ツ
化
」
の
基
盤
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ど
の
よ
う
な
留
学
生
が
、
ど
の
よ
う
な
目
的
を
も
ち
、
は
る
か
波
濤
を
こ
え
、
ど
の
よ
う
な
大
学
都
市
で
笈
を
お
ろ
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

ど
の
よ
う
な
制
度
の
も
と
で
近
代
的
な
教
育
制
度
が
整
備
さ
れ
な
い
段
階
の
日
本
人
留
学
生
の
学
籍
登
録
が
み
と
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

か
れ
ら
は
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
教
授
ス
タ
ッ
フ
の
も
と
で
、
ど
の
よ
う
な
講
義
を
聴
講
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ど
こ
に
住
み
、
ど
の
よ
う

４

５

６

７
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な
交
友
関
係
を
も
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
は
、「
ド
イ
ツ
化
」
の
基
盤
を
整
備
し
、「
ド
イ
ツ
一
辺
倒
の
風
潮
（ 

）」
を
体
現
し
た
人
び
と
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
動
静
の
一
端
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

　

ド
イ
ツ
大
学
の
学
籍
登
録
者
名
簿
は
、
こ
う
し
た
疑
問
に
回
答
す
る
基
礎
的
な
資
料
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ベ
ル
リ
ン
、
ボ
ン
、
ブ
レ

ス
ラ
ウ
、
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
、
ギ
ー
セ
ン
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
、
ハ
レ
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
、
イ
エ
ナ
、
ラ
イ
プ
チ
ヒ
、

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
、
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
と
い
っ
た
ド
イ
ツ
帝
国
の
諸
大
学
を
と

り
あ
げ
た
。
政
変
後
、
憲
法
起
草
の
た
め
渡
欧
し
た
伊
藤
博
文
に
講
義
を
お
こ
な
っ
た
行
政
法
学
者
シ
ュ
タ
イ
ン 
（Lorenz

von
Stein

                
） 

が
所
属
す
る
ウ
ィ
ー
ン
大
学
に
つ
い
て
も
調
査
し
た
。
た
だ
し
、
当
該
大
学
で
さ
え
、
学
籍
登
録
者
名
簿
が
散
逸
し
て
い
る
ば
あ
い
も
あ

り
、
コ
ピ
ー
や
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が
入
手
で
き
な
い
ば
あ
い
も
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
や
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の

よ
う
に
、
当
該
期
間
を
も
れ
な
く
調
査
で
き
た
の
は
む
し
ろ
例
外
で
あ
る
。
な
お
、
プ
ロ
イ
セ
ン
北
東
部
に
位
置
す
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ル

ト
・
ア
ン
・
デ
ア
・
オ
ー
ダ
ー
、
グ
ラ
イ
フ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
、
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
、
ロ
ス
ト
ッ
ク
の
諸
大
学
、
ド
イ
ツ
北
部
の
バ
ル
ト
海

に
面
す
る
キ
ー
ル
の
大
学
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
補
完
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

本
稿
は
、
大
学
東
校
留
学
生
が
は
じ
め
て
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
学
籍
登
録
し
た
明
治
三（
一
八
七
〇
）年
か
ら
、
明
治
政
府
の
知
的
中
枢
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
帝
国
大
学
に
講
座
制
が
導
入
さ
れ
、
原
則
と
し
て
日
本
人
教
員
が
講
座
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
、
形
式
的
で
あ

る
に
せ
よ
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
近
代
的
自
立
が
実
現
す
る
明
治
二
十
六（
一
八
九
三
）年
ま
で
を
調
査
期
間
と
す
る
。
日
本

人
留
学
生
の
全
体
的
な
動
態
を
把
握
す
る
た
め
に
、
調
査
の
対
象
と
す
る
明
治
三
年
か
ら
明
治
二
十
六
年
ま
で
の
期
間
を
五
つ
の
時
期
に

区
分
し
、
時
期
ご
と
に
日
本
人
留
学
生
の
修
学
傾
向
を
通
覧
す
る
。
当
該
期
間
は
、
便
宜
的
に
五
年
間
で
区
切
り
、
明
治
三
年
か
ら
明
治

七
年
ま
で
を
第
一
期
、
明
治
八
年
か
ら
明
治
十
二
年
ま
で
を
第
二
期
、
明
治
十
三
年
か
ら
明
治
十
七
年
ま
で
を
第
三
期
、
明
治
十
八
年
か

８
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ら
明
治
二
十
二
年
ま
で
を
第
四
期
、
明
治
二
十
三
年
か
ら
明
治
二
十
六
年
ま
で
の
四
年
間
を
第
五
期
と
す
る
。
対
象
期
間
よ
り
以
前
に
学

籍
登
録
し
た
日
本
人
留
学
生
は
、
第
一
期
留
学
生
と
み
な
す
。

第
一
節　

第
一
期
（
明
治
三
〜
七
年
）

　

第
一
期
は
、
明
治
三
年
の
海
外
留
学
規
則
に
よ
り
西
欧
の
学
術
・
技
術
を
国
策
と
し
て
移
植
し
は
じ
め
る
明
治
三（
一
八
七
〇
）年
か
ら
、

官
費
留
学
生
に
た
い
す
る
一
斉
帰
国
命
令
に
よ
り
明
治
五
年
の
学
制
の
海
外
留
学
規
則
に
も
と
づ
く
官
費
留
学
制
度
が
崩
壊
す
る
明
治
七

（
一
八
七
四
）年
ま
で
の
期
間
で
あ
る
。
第
一
期
は
、
草
創
期
と
も
い
う
べ
き
時
期
で
あ
り
、
日
本
人
留
学
生
の
修
学
傾
向
と
し
て
、
次
の

よ
う
な
特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
、
日
本
人
学
籍
登
録
者
の
う
ち
、
医
学
を
専
攻
す
る
も
の
が
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、
医
学
留
学
生
が
主
体
で
あ
っ
た
。
他

の
時
期
と
く
ら
べ
て
も
、
医
学
留
学
生
の
占
め
る
比
率
が
も
っ
と
も
た
か
い
。
そ
れ
は
、
新
政
府
が
、
明
治
二
年
十
二
月
に
ド
イ
ツ
人
医

師
の
招
聘
を
決
定
し
、
翌
三
年
十
二
月
に
ド
イ
ツ
へ
送
り
出
し
た
大
学
東
校
留
学
生
、
藩
費
留
学
生
、
私
費
留
学
生
が
学
籍
登
録
し
は
じ

め
た
か
ら
で
あ
る
。

　

兵
制
に
つ
い
て
は
、
新
政
府
は
、
明
治
三
年
十
月
に
「
兵
制
ノ
儀
ハ　

皇
國
一
般
之
法
式
可
レ
被
レ
爲
レ
立
候
得
共
、
今
般
常
備
兵
員
被
レ

定
候
ニ
付
テ
ハ
、
海
軍
ハ
英
吉
利
式
、
陸
軍
ハ
佛
蘭
西
ヲ
斟
酌
御
編
成
相
成
候
（ 

）」
と
達
し
、
海
軍
は
イ
ギ
リ
ス
、
陸
軍
は
フ
ラ
ン
ス
を
モ

デ
ル
と
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。
医
学
に
関
し
て
は
、「
ド
イ
ツ
医
学
の
採
用
（ 

）」
と
表
現
さ
れ
る
出
来
事
が
あ
り
、
新
政
府
が
ド
イ
ツ
か

ら
移
植
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。
以
下
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
。

　

明
治
二
年
一
月
、
佐
賀
藩
医
相
良
知
安
と
福
井
藩
医
岩
佐
純
が
「
醫
學
校
取
調
御
用
掛
」
に
任
命
さ
れ
（ 

）、
医
学
教
育
の
改
革
に
た
ず
さ

９１０
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わ
る
こ
と
に
な
る
。
と
も
に
天
保
七（
一
八
三
七
）年
に
藩
医
の
子
に
生
ま
れ
、
佐
倉
の
佐
藤
舜
海
の
順
天
堂
と
長
崎
の
ポ
ン
ペ 
（Pom

pe

   
   

van
M

eerdervoort

     
           
） 
と
ボ
ー
ド
イ
ン 
（A

ntonius
Franciscus

B
auduin

 
                    
      
） 
の
養
生
所
・
精
得
館
で
オ
ラ
ン
ダ
医
学
を
ま
な
ぶ
。
ふ
た
り

は
、
共
通
の
師
を
も
ち
、
開
明
的
な
藩
主
に
侍
医
と
し
て
つ
か
え
て
い
た
。
相
良
は
、
長
崎
で
ボ
ー
ド
イ
ン
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
留
学
を
す
す

め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
（ 

）。

　

岩
佐
が
「
思
慮
周
密
で
温
順
な
人
」
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
相
良
は
「
す
こ
ぶ
る
見
識
も
高
く
、
自
信
の
強
い
、
談
論
風
発
、
気
骨
稜
々

た
る
圭
角
あ
る
大
議
論
家
」
で
あ
る
（ 

）。
相
良
は
、「
方
今
大
ニ
四
方
海
外
之
醫
法
を
撰
ひ
、
至
理
を
撮
揚
し
、
更
ニ
皇
國
の
確
然
と
し
て

速
ニ
獨
立
い
た
し
、 

ニ
海
外
ニ
卓
絶
仕
候
途
、
�
々
取
調
候
處
、
所
詮
左
之
通
に
無
レ

之
候
而
は
相
叶
間
敷
奉
存
候
」
と
し
て
、
医
学

教
育
の
改
革
の
た
め
の
三
つ
の
基
本
方
針
を
提
示
す
る
（ 

）。

　

そ
の
第
三
の
方
針
は
、
ド
イ
ツ
が
「
醫
學
萬
國
秀
絶
」
し
て
い
る
と
し
て
、「
壯
年
盛
學
之
醫
」
を
ド
イ
ツ
本
国
か
ら
招
聘
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。「
和
蘭
医
書
ハ
大
半
独
人
ノ
著
述
ヲ
翻
訳
セ
シ
モ
ノ
」
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
医
学
は
世
界
的
に
先
進
的
な
地
位
を
占
め
て

い
る
（ 

）と
い
う
認
識
は
、
長
崎
の
オ
ラ
ン
ダ
人
医
師
に
よ
る
医
学
伝
習
に
お
い
て
芽
生
え
、
幕
府
伝
習
生
や
諸
藩
の
伝
習
生
の
あ
い
だ
で
共

有
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
実
に
は
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
付
医
官
ウ
ィ
リ
ス 
（W

illiam
W

illis

 
      
  
     
） 
が
「
病
人
竝
怪
我
人
治
療
の
外
に
本
道

外
科
の
數
術
に
お
ゐ
て
日
本
人
醫
師
に
傳
習
」
し
て
い
た
（ 

）。
長
崎
で
の
医
学
伝
習
を
経
験
し
て
い
な
い
島
村
鼎
甫
、
石
井
謙
道
な
ど
は

「
英
國
醫
學
ノ
方
ニ
賛
成
デ
ア
ツ
タ
（ 

）」、
つ
ま
り
ウ
ィ
リ
ス
を
支
持
し
て
い
た
。
相
良
は
、
実
弟
の
元
貞
、
長
谷
川
泰
、
石
黒
忠
悳
な
ど
と

と
も
に
ウ
ィ
リ
ス
の
排
斥
を
画
策
し
、
授
業
妨
害
さ
え
も
い
と
わ
な
い
（ 

）。

　

十
月
に
な
る
と
、
東
京
の
医
学
校
教
師
ウ
ィ
リ
ス
が
任
期
途
中
で
辞
職
を
願
い
で
る
。
外
務
卿
沢
宣
嘉
は
、
同
月
二
十
五
日
、
大
納
言

岩
倉
具
視
の
要
請
に
よ
り
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
へ
お
も
む
き
、
公
使
パ
ー
ク
ス 
（H

arry
Sm

ith
Parkes

 
       
          
） 
と
面
談
す
る
。
そ
の
さ
い
の
対
話

の
内
容
は
、「
巳
十
月
廿
五
日
英
國
公
使
館
於
テ
ウ
ヰ
リ
ス
一
條
ニ
付
同
國
公
使
へ
澤
外
務
卿
對
話
書
（ 

）」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

１２
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す
で
に
全
文
を
紹
介
し
た
（ 

）の
で
、
要
点
を
述
べ
る
に
と
ど
め
る
。

　

ま
ず
、
第
一
に
、
ウ
ィ
リ
ス
は
任
期
を
三
カ
月
残
し
、
み
ず
か
ら
辞
職
を
願
い
で
る
。
相
良
と
岩
佐
が
着
任
し
た
の
ち
、「
局
中
百
事

差
圖
」、
す
な
わ
ち
指
揮
・
命
令
権
を
め
ぐ
り
、
ウ
ィ
リ
ス
と
か
れ
ら
の
あ
い
だ
に
確
執
が
生
じ
、
ウ
ィ
リ
ス
の
活
動
が
制
約
さ
れ
る
。

し
か
も
、
ウ
ィ
リ
ス
は
二
百
人
ほ
ど
の
患
者
を
か
か
え
、
毎
日
、
二
十
人
ほ
ど
の
手
術
に
た
ず
さ
わ
る
（ 

）た
め
に
、
学
生
の
指
導
に
あ
た
る

余
裕
は
な
い
。
講
義
妨
害
は
、
そ
う
し
た
ウ
ィ
リ
ス
の
弱
点
を
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ス
は
臨
床
医
と
し
て
た
か
い
評
価
を
え
て

い
た
が
、
医
学
校
を
ド
イ
ツ
を
モ
デ
ル
と
し
た
医
師
養
成
機
関
に
改
革
し
よ
う
と
す
る
相
良
は
、「
英
醫
偉
理
私
教
師
ノ
任
ニ
タ
エ
ズ
シ

テ
醫
道
ノ
基
本
建
ズ
」
と
い
っ
た
評
価
を
く
だ
す
（ 

）。
自
主
的
な
辞
職
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
確
執
や
排
斥
運
動
に
起
因

す
る
以
上
、
相
良
が
「
ウ
リ
ー
ス
ヲ
退
テ
」
と
表
現
し
た
（ 

）と
し
て
も
誤
り
で
は
な
い
。

　

第
二
に
、
沢
が
あ
く
ま
で
も
西
洋
人
医
師
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
パ
ー
ク
ス
に
後
任
医
師
の
斡
旋
を
依
頼
す
る
の
に
た
い
し
、
パ
ー

ク
ス
は
後
任
医
師
の
着
任
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
た
だ
ち
に
ウ
ィ
リ
ス
の
辞
職
を
認
め
る
よ
う
要
求
す
る
。
政
府
は
、
少
な
く
と
も
明
治

二
年
十
月
二
十
五
日
の
段
階
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
医
師
に
医
学
校
と
病
院
を
委
ね
る
と
い
う
方
針
を
変
更
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

パ
ー
ク
ス
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
医
師
の
斡
旋
に
つ
い
て
は
消
極
的
で
あ
る
。

　

医
学
校
で
は
、
相
良
、
岩
佐
を
は
じ
め
ボ
ー
ド
イ
ン
に
直
接
師
事
し
た
も
の
が
多
数
を
し
め
る
。
し
か
し
、
ウ
ィ
リ
ス
が
辞
職
し
た
の

ち
に
も
、
東
京
の
医
学
校
の
管
轄
下
に
あ
る
大
坂
府
医
学
校
病
院
に
勤
務
す
る
ボ
ー
ド
イ
ン
を
招
請
し
よ
う
と
い
う
動
き
は
み
ら
れ
な
い
。

そ
れ
は
、
相
良
が
「
天
下
醫
學
ノ
英
粋
獨
逸
國
ニ
ア
リ
獨
逸
國
中
殊
ニ
普
魯
士
ヲ
推
シ
テ
第
一
ト
ナ
ス
ガ
故
ニ
普
國
教
師
ヲ
呼
ビ
皇
國
ノ

醫
道
ヲ
起
サ
ス
ン
ハ
他
日
海
外
列
邦
ト 

峙
シ
難
キ
（ 

）」
と
主
張
し
、
ド
イ
ツ
人
教
師
の
招
聘
を
企
図
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
医
学
校
の
有
志
の
個
人
的
な
意
向
に
す
ぎ
ず
、
政
府
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
ド
イ
ツ
医
学
へ
の
転
換
な
ど
話
題
に
も
な
っ
て
い
な
い
。

　

ウ
ィ
リ
ス
は
、
十
月
二
十
八
日
、
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
通
訳
官
ア
ス
ト
ン 
（W

.G
.A

ston

 
   
   
    
） 
の
立
会
い
の
も
と
で
、
鹿
児
島
藩
と
契
約
を

２０
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む
す
び
、
翌
十
一
月
十
四
日
付
で
パ
ー
ク
ス
に
副
領
事
の
辞
職
願
い
を
提
出
す
る
。
医
学
校
で
は
、
ウ
ィ
リ
ス
が
辞
職
し
た
の
ち
、
外
国

人
医
師
の
不
在
が
続
く
。
イ
ギ
リ
ス
公
使
パ
ー
ク
ス
が
後
任
医
師
を
推
薦
し
な
い
た
め
に
、
す
で
に
、
後
任
人
事
に
つ
い
て
外
交
的
な
配

慮
の
必
要
も
な
く
な
っ
て
い
た
。

　

政
府
は
、
十
一
月
に
は
医
学
校
の
後
任
教
師
の
人
事
問
題
を
白
紙
に
も
ど
し
、
医
学
校
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
。
よ
う
や
く
、
相
良
の

出
番
が
訪
れ
、「
相
良
知
安
鋭
意
政
府
ニ
建
言
シ
」、
そ
の
結
果
、「
廟
議
一
決
遂
ニ
教
師
二
名
ヲ
普
國
ニ
約
セ
リ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
劇

的
な
展
開
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
（ 

）。
イ
ギ
リ
ス
公
使
パ
ー
ク
ス
に
要
請
し
、
ウ
ィ
リ
ス
に
戊
辰
戦
争
の
傷
病
兵
の
治
療
に
あ
た
ら
せ
た
の

は
、
岩
倉
具
視
で
あ
る
。
岩
倉
は
、「
醫
師
は
病
痾
を
退
治
す
可
き
の
將
軍
に
有
之
候
」
と
し
て
侍
医
に
「
洋
法
醫
師
」
を
採
用
す
る
ほ

ど
の
西
洋
医
学
の
信
奉
者
で
あ
る
（ 

）。
岩
倉
が
医
学
知
識
に
も
と
づ
い
て
意
識
的
に
イ
ギ
リ
ス
医
学
を
選
択
し
た
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、

あ
ら
た
に
ド
イ
ツ
人
医
師
を
招
聘
す
る
た
め
に
は
、
諸
参
議
に
根
回
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
、
相
良
ら
は
、
ま
ず
、
政
府
顧
問
の
開
成
学
校
教
師
フ
ル
ベ
ッ
キ 
（G

uido
H

erm
an

Fridolin
Verbeck

 
      
   
             
      
） 
か
ら
「
今
日
西

洋
医
学
は
独
逸
が
一
番
進
歩
し
て
い
る
」
と
い
う
証
言
を
も
ら
い
、「
政
府
要
路
の
人
々
」
に
た
い
す
る
説
得
を
お
こ
な
う
。
そ
の
さ
い
、

フ
ル
ベ
ッ
キ
の
長
崎
時
代
の
弟
子
で
あ
る
副
島
種
臣
が
「
万
事
は
立
憲
君
主
国
た
る
独
逸
に
倣
う
が
よ
い
」
と
同
調
す
る
。
か
れ
ら
は
、

「
建
白
書
」
を
作
成
す
る
（ 

）。
そ
れ
は
、『
医
制
五
十
年
史
』
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
「
相
良
知
安
の
意
見
」
と
お
な
じ
内
容
の
も
の
と
思
わ

れ
る
。「
意
見
」
に
は
、「
佛
方
の
奢
侈
は
未
だ
國
富
に
適
せ
ず
」、「
蘭
は
已
に
國
勢
弱
く
し
て
直
に
獨
佛
の
書
を
讀
ん
で
翻
譯
せ
り
、
英

は
國
人
を
侮
り
、
米
は
新
國
に
し
て
醫
餘
り
無
し
、
獨
は
國
體
稍
や
吾
に
似
て
」
と
い
っ
た
政
治
的
視
点
も
も
り
こ
ま
れ
て
い
る
（ 

）。
同
じ

十
一
月
に
は
、
開
成
学
校
の
校
務
を
統
括
す
る
大
学
大
丞
加
藤
弘
之
が
開
成
学
校
に
ド
イ
ツ
人
語
学
教
師
を
招
請
す
る
よ
う
建
議
す
る
。

　

明
治
二
年
十
二
月
四
日
、
太
政
官
で
は
、「
大
學
大
目
的
」、
す
な
わ
ち
大
学
が
提
出
し
た
大
学
校
改
革
案
に
つ
い
て
協
議
が
お
こ
な
わ

れ
る
（ 

）。
会
議
で
は
、
大
学
校
改
革
案
の
審
議
に
ひ
き
つ
づ
き
、「
來
午
年
會
計
目
的
」
が
協
議
さ
れ
、
明
治
三
年
度
の
大
学
校
関
係
の
予

２５２６
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算
も
決
定
さ
れ
る
。
明
治
二
年
四
月
に
は
、
昌
平
学
校
に
は
年
間
「
金
九
千
六
百
兩
」、
開
成
学
校
に
は
年
間
「
金
一
萬
八
千
兩
」
の
予

算
が
計
上
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
会
議
で
は
あ
ら
た
に
医
学
所
に
「
金
三
萬
六
千
兩
」
の
予
算
が
認
め
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、「
外
国

留
學
」
に
「
金
一
萬
五
千
兩
」、「
開
成
所
雇
入
外
國
人
」
に
「
弗
一
萬
六
千
三
百
二
拾
枚
」、「
醫
學
所
雇
入
外
國
人
」
に
「
弗
九
千
六
百

枚
」
と
い
う
予
算
が
計
上
さ
れ
る
。「
金
一
兩
」
と
「
弗
一
枚
」
は
等
価
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
外
務
省
の
年
間
予
算
は
「
金
二
萬
四
千

兩
」
で
あ
る
。

　

医
学
校
に
つ
い
て
は
、
三
万
六
千
両
の
年
間
予
算
が
計
上
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、「
醫
學
所
雇
入
外
國
人
」
に
「
弗
九
千
六
百
枚
」

が
予
算
計
上
さ
れ
る
。
医
学
校
は
、
国
権
の
最
高
機
関
で
あ
る
太
政
官
の
庶
務
中
枢
の
役
割
を
に
な
う
弁
官
と
折
衝
し
、
十
二
月
八
日
付

で
弁
官
に
ウ
ィ
リ
ス
の
後
任
と
し
て
「
プ
ロ
イ
セ
ン
國
」
か
ら
「
盛
學
ノ
醫
官
二
人
」、
し
か
も
「
英
語
ヲ
以
教
授
イ
タ
シ
候
者
」
を
招

請
し
た
い
と
伺
う
（ 

）。

　

伺
は
裁
可
さ
れ
、
大
学
は
た
だ
ち
に
外
務
省
を
と
お
し
て
ド
イ
ツ
人
医
師
の
雇
用
条
件
に
つ
い
て
北
ド
イ
ツ
連
邦
公
使
館
と
折
衝
を
は

じ
め
る
。
そ
の
後
、
普
仏
戦
争
の
勃
発
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
人
教
師
の
着
任
が
遅
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
大
学
は
十
二
月
二
十
二
日
付
で
ア

メ
リ
カ
人
医
師
シ
モ
ン
ズ 
（D

uane
B

.Sim
m

ons

 
      
     
 
   
） 
を
暫
定
的
に
雇
用
し
た
い
と
弁
官
に
伺
う
。
お
そ
く
と
も
明
治
二
年
十
二
月
二
十
二

日
ま
で
に
は
、
太
政
官
に
お
い
て
ド
イ
ツ
人
教
師
の
招
聘
の
伺
が
評
決
さ
れ
、「
ド
イ
ツ
医
学
の
採
用
」
が
正
式
に
決
定
し
て
い
た
こ
と

が
窺
わ
れ
る
。

　

大
学
は
、
太
政
官
の
指
示
に
よ
り
外
務
省
を
と
お
し
て
北
ド
イ
ツ
連
邦
公
使
館
と
教
師
の
雇
用
条
件
に
つ
い
て
交
渉
し
て
き
た
が
、
明

治
三
年
二
月
二
日
付
で
医
学
教
師
と
語
学
教
師
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
契
約
書
案
を
添
え
て
、
弁
官
に
承
認
を
願
い
で
る
。
大
学
東
校
医

師
の
契
約
書
案
（ 

）に
よ
れ
ば
、
第
一
に
、
明
治
二
年
十
二
月
八
日
付
の
ド
イ
ツ
人
医
師
招
聘
の
伺
に
明
示
さ
れ
た
英
語
と
い
う
教
授
用
語
に

関
す
る
文
言
が
削
除
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
語
が
教
授
用
語
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ド
イ
ツ
人
医
師
に
、
従
来
の
医
学
教
育
の

３０
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根
本
的
な
改
革
と
、
近
代
的
な
医
学
教
育
機
関
の
創
設
と
い
う
役
割
を
委
ね
る
以
上
、
も
は
や
教
授
用
語
の
変
更
に
よ
る
教
育
の
混
乱
を

配
慮
す
る
必
要
も
な
い
。
第
二
に
、
第
一
等
医
師
は
大
学
東
校
教
頭
と
し
て
教
学
に
責
任
を
負
う
が
、
学
則
、
教
育
課
程
に
つ
い
て
は
、

大
丞
、
大
博
士
に
諮
り
、
別
当
の
承
認
を
え
た
う
え
で
施
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
契
約
書
案
は
、
そ
の
ほ
か
、
俸
給
、
住
居
、
旅
費
、

仕
度
金
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

　

弁
官
は
、
大
蔵
省
か
ら
「
獨
逸
國
醫
師
」
と
「
普
魯
士
國
語
學
教
師
」
の
「
月
給
旅
費
等
」
に
つ
い
て
「
不
相
當
ノ
廉
モ
相
見
不
申
候
」

と
い
う
回
答
を
え
る
（ 

）。
二
月
中
旬
に
は
、
日
本
政
府
と
北
ド
イ
ツ
連
邦
代
理
公
使
ブ
ラ
ン
ト
と
の
あ
い
だ
で
書
簡
に
よ
る
交
渉
が
は
じ
ま

る
。
外
務
大
輔
寺
島
宗
則
、
大
学
別
当
松
平
慶
永
、
外
務
卿
沢
宣
嘉
は
、
北
ド
イ
ツ
連
邦
代
理
公
使
ブ
ラ
ン
ト 
（M

ax
Scipio

von

 
              

B
randt

 
     
） 
に
契
約
書
案
を
送
付
し
、
ブ
ラ
ン
ト
か
ら
返
書
を
う
け
と
る
（ 

）、
ブ
ラ
ン
ト
は
、
ま
ず
日
本
政
府
の
要
請
を
「
拙
者
本
懐
」
で
あ

る
と
歓
迎
の
意
を
し
め
し
た
う
え
で
、
教
頭
を
兼
ね
る
「
第
一
等
醫
者
」
が
大
学
別
当
に
直
属
し
、
日
本
政
府
が
雇
い
入
れ
た
外
国
人
教

師
や
「
士
官
」
の
支
配
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
要
望
す
る
。
ブ
ラ
ン
ト
は
、
す
で
に
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
に
書
翰
を
送
り
、
軍
医
長 

（O
berm

illitärärzte

 
    
            
）  
を
派
遣
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
軍
の
階
級
制
度(K

riegskaste)

 
 
            
に
帰
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
名
望

を
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
天
皇
の
侍
医 
（Leibärzte

seiner
M

ajestätdes
Tenno

                  
             
    
） 
に
な
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
た
か
ら

で
あ
る
（ 

）。
ブ
ラ
ン
ト
の
要
望
や
期
待
は
、
ふ
た
り
の
医
師
が
着
任
し
た
さ
い
に
実
現
し
、
近
代
的
な
医
学
教
育
の
創
始
の
任
は
、
す
べ
て

ド
イ
ツ
人
教
師
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
後
、
医
師
の
着
任
が
さ
ら
に
遅
れ
る
こ
と
が
判
明
し
、
三
月
以
降
、
横
浜
や
築
地
の
居
留
地
に
在
住
す
る
西
洋
人
医
師
を
暫
定
的

に
雇
用
す
る
。
し
か
し
、
教
師
と
し
て
の
資
質
が
疑
問
視
さ
れ
、
ド
イ
ツ
人
医
師
が
着
任
す
る
ま
で
、
暫
定
的
に
外
国
人
教
師
を
雇
用
す

る
こ
と
を
断
念
す
る
。
八
月
に
な
る
と
、
ド
イ
ツ
人
医
師
の
来
着
を
ま
ち
か
ね
た
医
学
生
が
ド
イ
ツ
へ
お
も
む
き
は
じ
め
る
。

　

ま
ず
、
八
月
に
、
木
脇
良
太
郎
と
原
桂
仙
が
そ
れ
ぞ
れ
佐
土
原
藩
、
松
代
藩
を
と
お
し
て
、
ド
イ
ツ
留
学
の
裁
可
を
願
い
で
る
（ 

）。
木
脇

３２

３３

３４

３５

森川：ドイツ大学における明治期の日本人留学生の学籍登録情況

九

―　　―418



は
大
学
東
校
生
徒
で
あ
る
。
原
は
佐
倉
順
天
堂
に
ま
な
ん
だ
の
ち
、
松
本
良
順
の
蘭
疇
舎
の
内
塾
生
と
な
る
が
、
良
順
の
す
す
め
に
よ
り

「
産
科
研
究
」
の
た
め
に
渡
独
す
る
。
十
月
に
も
篠
山
藩
の
石
川
順
三
も
、
ド
イ
ツ
留
学
を
太
政
官
に
願
い
で
、
裁
可
さ
れ
る
（ 

）。

　

大
学
東
校
で
は
、
ド
イ
ツ
人
医
師
が
来
着
し
な
い
た
め
、
学
生
が
不
満
を
つ
の
ら
せ
て
い
た
。
少
助
教
の
石
黒
忠
悳
は
、
し
ば
し
ば
麻

布
善
福
寺
の
北
ド
イ
ツ
連
邦
公
使
館
を
た
ず
ね
、
医
師
の
派
遣
を
督
促
す
る
（ 

）。
し
か
し
、
ふ
た
り
の
ド
イ
ツ
人
医
師
が
い
つ
来
着
す
る
か

見
込
み
が
た
た
な
い
。
大
学
東
校
は
、
十
月
十
日
付
で
留
学
生
の
ド
イ
ツ
派
遣
に
つ
い
て
弁
官
に
う
か
が
い
、
留
学
生
が
帰
国
後
お
雇
い

教
師
に
か
わ
り
教
授
活
動
に
あ
た
り
、「
皇
國
之
醫
學
獨
立
（ 

）」
を
実
現
す
る
と
い
う
構
想
を
し
め
す
。
ふ
た
り
の
ド
イ
ツ
人
医
師
が
来
日

す
る
に
し
て
も
、
日
本
人
教
官
に
よ
る
医
学
の
近
代
的
自
立
を
め
ざ
す
と
す
れ
ば
、「
諸
科
專
門
」
の
専
門
分
化
が
す
す
ん
で
い
る
海
外

へ
留
学
生
を
派
遣
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

伺
い
が
二
日
後
に
は
裁
可
さ
れ
た
た
め
に
、
大
学
東
校
は
人
選
を
お
こ
な
い
、
閏
十
月
三
日
付
で
「
西
洋
留
學
生
」
の
リ
ス
ト
を
添
付

し
、
伺
を
再
度
提
出
す
る
。
弁
官
が
二
日
後
に
大
蔵
省
へ
達
し
た
の
ち
、
閏
十
月
十
七
日
付
で
伺
は
聴
許
さ
れ
る
（ 

）。
伺
で
は
十
名
で
あ
っ

た
留
学
生
数
は
、
人
選
の
段
階
で
十
三
名
に
増
員
さ
れ
る
。
留
学
生
の
増
員
は
、
在
独
の
青
木
周
蔵
、
萩
原
三
圭
、
佐
藤
進
を
東
校
留
学

生
に
き
り
か
え
た
た
め
で
あ
る
。
大
学
東
校
は
、
大
学
東
校
と
そ
の
管
轄
下
に
あ
る
長
崎
医
学
校
や
大
阪
医
学
校
か
ら
、
池
田
謙
斎
、
相

良
元
貞
、
山
脇
玄
と
い
っ
た
教
官
の
ほ
か
、
学
生
の
な
か
か
ら
大
沢
謙
二
、
長
井
長
義
、
尾
崎
平
八
郎
、
荒
川
邦
蔵
、
北
尾
次
郎
、
今
井

巌
、
大
石
良
乙
を
選
ぶ
。

　

在
独
の
三
人
は
、
一
八
七
〇
年
冬
学
期
に
学
籍
登
録
す
る
が
、
後
続
の
大
学
東
校
留
学
生
や
藩
費
留
学
生
は
、
ド
イ
ツ
語
の
習
得
に
苦

慮
し
な
が
ら
、
一
八
七
一
年
冬
学
期
か
ら
一
八
七
三
年
夏
学
期
に
か
け
て
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
学
籍
登
録
す
る
。
こ
れ
ら
の
医
学
留
学
生
十

二
名
が
医
学
部
に
学
籍
登
録
す
る
。
第
一
期
の
ド
イ
ツ
留
学
生
の
な
か
に
は
、
普
仏
戦
争
を
契
機
と
し
て
軍
事
学
を
専
攻
す
る
も
の
も
多

い
が
、
か
れ
ら
は
大
学
で
は
な
く
、
軍
事
ア
カ
デ
ミ
ー
の
よ
う
な
専
門
教
育
機
関
に
修
学
の
場
を
も
と
め
る
。

３６

３７

３８

３９
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第
二
の
特
徴
は
、
ド
イ
ツ
留
学
生
の
な
か
に
専
攻
を
変

更
す
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
た
り
、
留
学
国
を
ド
イ
ツ
に
変

更
す
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
心
的

な
役
割
を
演
じ
た
の
が
北
ド
イ
ツ
連
邦
留
学
生
総
代
の
青

木
周
蔵
で
あ
る
。
青
木
は
、
萩
藩
か
ら
医
学
修
業
の
た
め

に
三
年
間
、
プ
ロ
イ
セ
ン
へ
留
学
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
る

が
、
み
ず
か
ら
ベ
ル
リ
ン
大
学
法
学
部
に
学
籍
登
録
し
た

だ
け
で
な
く
、
明
治
四
年
一
月（
一
八
七
一
年
三
月
）か
ら

二
月
に
か
け
て
ベ
ル
リ
ン
に
到
着
し
た
大
学
東
校
留
学
生
、

北
白
川
宮
能
久
の
随
員
な
ど
に
専
攻
を
変
更
す
る
よ
う
す

す
め
る
。
青
木
は
、
総
代
と
し
て
在
外
公
使
に
あ
た
る
弁

務
使
の
職
掌
を
代
行
し
、「
一
時
百
餘
名
の
留
学
生
」
を

監
督
す
る
（ 

）。

　

青
木
は
、「
一
国
ノ
文
明
ハ
單
ニ
醫
学
若
ク
ハ
兵
学
ノ

研
究
ノ
ミ
ニ
テ
増
進
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
（ 

）」
と
し
て
、

北
白
川
宮
能
久
の
随
員
だ
け
で
な
く
、
大
学
東
校
留
学
生
に
も
専
攻
を
再
検
討
す
る
よ
う
説
得
す
る
。

大
学
東
校
ヨ
リ
派
遣
セ
ラ
レ
シ
留
学
生
中
山
脇
氏
ハ
其
ノ
長
崎
医
学
校
ニ
在
リ
シ
時
ヨ
リ
予
ノ
知
ル
所
ニ
シ
テ
蘭
学
ヲ
能
ク
シ
且
氣

骨
ア
リ
荒
川
氏
ハ
曽
テ
山
口
藩
ノ
医
学
校
ニ
ア
リ
シ
際
蘭
語
文
典
ノ
教
授
ヲ
予
ヨ
リ
受
タ
ル
コ
ト
ア
リ
両
氏
共
ニ
文
学
ノ
才
ニ
富
メ

４０

４１
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表一　日本人留学生の学籍登録の推移

その他哲学部医学部法学部神学部小　計

０２１６６１９０１０６第１期
１８７０S –７４W ０１９.８６２.２１７.９０７９.０

０２１１２１５０４８第２期
１８７５S –７９W ０４３.８２５.０３１.３０７５.０

４５６１０８１９０１８２第３期
１８８０S –８４W ２.２３０.８５９.３１０.４０４８.９

９１８９２４２１８１３６２４第４期
１８８５S –８９W １.４３０.３３８.８２９.００.５３８.１

１３１５８２４０８７０４９８第５期
１８９０S –９３W ２.６３１.７４８.２１７.５０２８.７

２６４５２６５５２９８３１.４５８
合　　計

１.８３１.０４４.９２０.４０.２４０.５

※　「小計」欄下段はベルリン大学学籍登録者の占める比率 （％）、
各学部上段は当該学部学籍登録者延数、下段は各時期における
当該学部の学籍登録者の占める割合 （％） をしめす。
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ル
ヲ
以
テ
政
治
学
ヲ
研
究
セ
ン
コ
ト
ヲ
勸
告
シ
終
ニ
学
友
池
田
謙

斎
等
ノ
反
対
ヲ
慰
諭
シ
且
大
学
ノ
命
ヲ
矯
メ
テ
政
治
学
ヲ
修
ム
ル

コ
ト
ニ
決
心
セ
シ
メ
タ
リ
（ 

）

　

山
脇
玄
と
荒
川
邦
蔵
は
、
一
八
七
三
年
夏
学
期
に
法
学
部
に
学
籍
登

録
す
る
が
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
学
籍
登
録
す
る
ま
で
二
年
あ
ま
り
つ
い

や
す
。

　

暗
中
模
索
の
な
か
で
制
定
さ
れ
た
制
度
や
規
定
は
、
留
学
先
に
お
も

む
い
た
留
学
生
に
よ
っ
て
あ
ら
た
め
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
明
治
十
四

年
の
政
変
を
む
か
え
、
プ
ロ
イ
セ
ン
を
モ
デ
ル
と
し
た
立
憲
君
主
国
家

が
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
三
の
特
徴
は
、
日
本
人
留
学
生
が
北
ド
イ
ツ
連
邦
、
と
く
に
プ
ロ

イ
セ
ン
の
首
都
ベ
ル
リ
ン
に
集
中
し
、
延
べ
八
十
四
名
、
全
体
の
八
十

パ
ー
セ
ン
ト
が
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
学
籍
登
録
し
た
点
で
あ
る
。
第
一
期

に
、
日
本
人
が
学
籍
登
録
し
た
の
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
ほ
か
、
ボ
ン
、

ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
、
ラ
イ
プ
チ
ヒ
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
諸
大
学
で
あ

る
が
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
だ
け
が
北
ド
イ
ツ
連
邦
で
は
な
く
、
バ
ー

デ
ン
大
公
国
に
属
す
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
や

ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
王
国
の
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
で
は
第
三
期
に
よ

４２
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表二　十九世紀後半のドイツ諸大学における学籍登録者数の変遷

ドイツ帝国全
大学の学籍登
録者総数　　

５４３２１

ライプチヒブレスラウボ　　ンミュンヘンベルリン１８５０
２４１,９１９１６,６２０１６,６５３１６,９２３３１,９６４３５,８１４～５９

ボ　　ンブレスラウライプチヒミュンヘンベルリン１８６０
２６４,８７４１７,９９５１８,６４１２１,６５４２５,００１４０,４９７～６９

ハ　　レブレスラウミュンヘンベルリンライプチヒ１８７０
３３０,５４１１８,７３４２１,９７１２５,１８１４６,０２７５３,０２７～７９

ブレスラウハ　　レミュンヘンライプチヒベルリン１８８０
５１８,５２９２７,４０５２９,２３９５４,８４９６４,７４５９１,２４０～８９

ハ　　レボ　　ンライプチヒミュンヘンベルリン１８９０
５７９,５８５２８,０４７３１,３０２６２,９８５７３,６４４９５,２９６～９９

１）　Franz Eulenburg, Die Frequenz der deutschen Universitäen, Leipzig １９０４. 巻末
資料により作成。

２）　下段数字は、各大学における１０年間の学籍登録者の総計。
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う
や
く
日
本
人
留
学
生
が
あ
ら
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
全
期
間
を
と
お
し
、
日

本
人
留
学
生
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
が
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
学
籍
登
録
す
る
。
ベ
ル

リ
ン
大
学
は
、
表
二
の
と
お
り
、
十
九
世
紀
後
半
に
は
ド
イ
ツ
大
学
の
な
か
で

も
も
っ
と
も
学
籍
登
録
者
の
多
い
大
学
で
あ
っ
た
。

　

ベ
ル
リ
ン
集
中
は
、
明
治
新
政
府
が
旧
幕
府
が
締
結
し
た
修
好
通
商
航
海
条

約
を
継
承
し
た
相
手
国
が
北
ド
イ
ツ
連
邦
で
あ
り
、
さ
ら
に
代
理
公
使
ブ
ラ
ン

ト
が
日
本
人
留
学
生
を
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
留
学
す
る
よ
う
勧
誘
し
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
佐
藤
進
は
、「
海
外
旅
行
規
則
」
が
公
布
さ
れ
た
の
ち
、
明
治
二
年
四

月
に
神
奈
川
外
国
掛
に
お
い
て
規
則
に
も
と
づ
く
海
外
渡
航
免
状
第
一
号
を
取

得
す
る
。
渡
航
直
前
に
北
ド
イ
ツ
連
邦
代
理
公
使
ブ
ラ
ン
ト
を
訪
ね
た
さ
い
、

ブ
ラ
ン
ト
か
ら
ベ
ル
リ
ン
大
学
へ
の
留
学
を
す
す
め
ら
れ
、
同
時
に
北
ド
イ
ツ

連
邦
宰
相
ビ
ス
マ
ル
ク 
（O

tto
E

duard
Leopold

von
B

ism
arck

 
     
                   
   
    
） 
に
あ
て
た

紹
介
状
を
わ
た
さ
れ
る
。
一
八
六
九
年
七
月
二
十
七
日（
明
治
二
年
六
月
十
九

日
）付
の
紹
介
状
は
、
佐
藤
が
「
伯
林
醫
科
大
學
ニ
於
テ
益
々
醫
學
ノ
薀
奥
ヲ
極

メ
ン
ト
ス
ル
目
的
」
で
渡
独
す
る
が
、「
日
本
人
ガ
修
學
ノ
目
的
ヲ
以
テ
吾
獨
逸

國
ニ
留
學
ス
ル
ガ
如
キ
ハ
未
曾
有
ノ
事
」
で
あ
り
、「
閣
下
特
別
ノ
御
思
召
ヲ
以

テ
獨
逸
聯
邦
政
府
並
『
プ
ロ
イ
セ
ン
』
王
國
文
部
省
ニ
對
シ
佐
藤
氏
在
獨
中

種
々
ノ
方
面
ヨ
リ
深
厚
ノ
保
護
ト
格
段
ノ
便
宜
ヲ
與
ヘ
ラ
ル
ゝ
樣
御
沙
汰
被
成
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表三　ドイツ大学における大学別の日本人学籍登録者数の変遷

ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク

テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン

シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク

ミ
ュ
ン
ヘ
ン

マ
ー
ル
ブ
ル
ク

ラ
イ
プ
チ
ヒ

イ
エ
ナ

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク

ハ
レ

ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン

ギ
ー
セ
ン

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク

エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン

ブ
レ
ス
ラ
ウ

ボ
ン

ベ
ル
リ
ン

０００００５０１３０１００００３８４１８７０S –７４W

００８００２０２０００００００３６１８７５S –７９W

６３３３９０２００１５３００１１０２８９１８８０S –８４W

３２３０５０５６０４７３９５９１９１００１３９８１４２３８１８８５S –８９W

３３３８３４４５２３６２８２４２１２２０４２１６４１０１４３１８９０S –９３W

７１７１１２５１１０２１１０６７１１３４３３３０５６２６１２２９５９０小　　計
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下
度
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
（ 

）。

　

ド
イ
ツ
帝
国
宰
相
ビ
ス
マ
ル
ク
も
、
日
本
を
東
ア
ジ
ア
外
交
の
拠
点
と
み
な
し
、
日
本
に
友
好
的
な
姿
勢
を
と
る
。
一
八
七
三
年
三
月

に
ベ
ル
リ
ン
を
お
と
ず
れ
た
岩
倉
使
節
に
、
招
宴
の
席
に
お
い
て
「
獨
逸
は
日
本
と
も
長
く
親
睦
を
眞
に
盡
さ
ん
こ
と
を
欲
し
且
才
能
の

士
の
如
き
に
至
り
て
も
望
む
も
の
あ
ら
は
周
旋
し
て
其
人
を
撰
ら
び
其
望
に
滿
た
ん
こ
と
を
欲
す
」
と
積
極
的
な
援
助
を
約
束
す
る
（ 

）。

　

し
か
し
、
管
見
す
る
か
ぎ
り
、
日
本
人
留
学
生
が
は
じ
め
て
学
籍
登
録
し
た
大
学
は
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
は
な
く
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク

大
学
で
あ
る
。
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
は
、
一
八
七
〇
年
冬
学
期
に
三
名
の
日
本
人
が
学
籍
登
録
す
る
が
、
一
八
六
八
年
冬
学
期
に
は
す
で
に 

“M
asim

a,Sedzi”

  
    
          
と
い
う
日
本
人
が
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
に
学
籍
登
録
し
、
さ
ら
に
、
一
八
七
〇
年
夏
学
期
に
は
福
岡
藩
の
赤
星
研
造

が
学
籍
登
録
す
る
。
赤
星
は
、
慶
応
三
年
、
一
時
帰
国
す
る
長
崎
精
得
館
教
師
ボ
ー
ド
イ
ン
の
一
行
と
と
も
に
渡
欧
し
、
維
新
後
、
ド
イ

ツ
に
移
る
。

　

新
政
府
の
近
代
化
政
策
の
も
と
で
は
、
大
学
東
校
留
学
生
が
は
じ
め
て
ド
イ
ツ
へ
派
遣
さ
れ
、
ベ
ル
リ
ン
に
参
集
す
る
。
ベ
ル
リ
ン
に

お
い
て
、
ま
ず
ド
イ
ツ
語
を
あ
る
程
度
習
得
し
、
準
備
教
育
を
へ
た
う
え
で
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
学
籍
を
登
録
し
、
そ
の
後
、
相
良
元
貞
、

原
桂
仙
、
山
脇
玄
、
平
田
東
助
な
ど
の
よ
う
に
現
地
で
知
得
し
た
イ
ン
フ
ォ
ー
メ
シ
ョ
ン
に
も
と
づ
い
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
ボ
ン
、
ザ
ク

セ
ン
の
ラ
イ
プ
チ
ヒ
、
バ
ー
デ
ン
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
な
ど
に
移
っ
て
い
く
と
い
う
の
が
全
体
的
な
趨
勢
で
あ
る
。
第
二
期
以
降
の
展
開

は
、
留
学
経
験
者
が
知
的
媒
体
と
し
て
も
た
ら
す
イ
ン
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　

第
四
の
特
徴
は
、
第
一
期
に
す
で
に
幕
末
の
蘭
学
者
や
洋
学
者
の
子
弟
が
ド
イ
ツ
大
学
に
あ
ら
わ
れ
た
点
で
あ
る
。
幕
末
に
オ
ラ
ン
ダ

語
に
よ
り
医
学
な
ど
の
自
然
科
学
を
学
習
し
た
経
験
を
も
つ
も
の
は
、
ド
イ
ツ
、
な
か
で
も
プ
ロ
イ
セ
ン
が
学
術
的
な
先
進
国
で
あ
る
と

い
う
認
識
を
共
有
す
る
。
長
崎
の
養
生
所
・
精
得
館
で
の
オ
ラ
ン
ダ
人
医
師
に
よ
る
医
学
伝
習
に
参
加
し
た
幕
府
伝
習
生
、
諸
藩
の
伝
習

生
に
は
、
そ
う
し
た
認
識
が
つ
よ
く
刻
印
さ
れ
る
。

４３
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表四　ドイツ大学に学籍登録した蘭学者・洋学者の子弟

専　　　攻
最初の学
籍登録期

爵位地　　　　　位

医学１８７０年冬男爵尚中養子佐藤　進

医学１８７２年冬知安弟相良　元貞

医学／化学１８７２年冬佐藤泰然長男・順養子松本　�太郎

医学１８８０年冬大典医盛貞嫡子伊東　盛雄

医学１８８２年夏尚中養子佐藤　佐

医学１８８４年冬男爵弘之嫡子加藤　照麿

医学１８８５年冬男爵純嫡子岩佐　新

医学１８８６年夏純養子岩佐　登彌太

医学１８８６年冬万次郎嫡子中浜　東一郎

動物学／歴史学１８８６年冬秋坪嫡子箕作　元八

医学１８８７年夏進養子佐藤　恒久

医学１８８８年夏男爵謙斎嫡子池田　秀男

医学１８８８年冬男爵専斎嫡子長与　称吉

医学１８８８年冬順次男松本　�

医学１８８９年冬洪庵養嗣子の拙斎養子緒方　正清

医学１８８９年冬洪庵四男緒方　収二郎

医学１８８９年夏子爵綱常嫡子橋本　春

医学１８９０年夏洪庵孫緒方　�次郎

医学１８９０年冬福井藩医澄嫡子半井　朴

官房学１８９１年冬弘之次男加藤　晴比古
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幕
末
の
蕃
書
調
所
以
来
、
市
川
兼
恭
と
と
も
に
独
乙
学
創
始
に
た
ず
さ
わ
っ
た
加
藤
弘
之
は
、
明
治
二
年
十
一
月
、
ド
イ
ツ
人
語
学
教

師
を
招
聘
す
る
よ
う
大
学
校
に
建
言
す
る
が
、
そ
の
さ
い
「
独
逸
各
国
ノ
儀
ハ
英
仏
ニ
次
キ
候
文
明
国
ニ
テ
殊
ニ
普
魯
士
国
ノ
儀
ハ
近
年

学
術
ヲ
勉
励
ス
ル
ヲ
殆
ト
西
洋
各
国
ニ
冠
タ
ル
者
ト
有
之
候
（ 

）」
と
い
っ
た
認
識
を
し
め
す
。

　

か
れ
ら
の
多
く
は
、
医
学
を
専
攻
す
る
。
佐
倉
の
順
天
堂
の
創
始
者
佐
藤
泰
然
の
家
系
の
も
の
、
適
塾
の
緒
方
洪
庵
の
家
系
の
も
の
が

代
表
的
で
あ
る
。
順
天
堂
の
家
系
に
は
、
佐
藤
尚
中
の
養
嗣
子
進
、
佐
藤
泰
然
の
長
男
で
松
本
順
の
養
嗣
子
と
な
っ
た
�
太
郎
、
尚
中
の

養
子
佐
、
進
の
養
子
恒
久
が
い
る
。
そ
の
後
、
順
天
堂
で
は
ド
イ
ツ
留
学
が
後
継
者
の
養
成
の
た
め
の
方
策
と
な
る
。

　

適
塾
の
家
系
に
は
、
緒
方
洪
庵
の
養
嗣
子
で
あ
る
拙
斎
の
養
子
と
な
っ
た
正
清
、
洪
庵
の
四
男
収
二
郎
が
い
る
。
そ
の
他
、
イ
ギ
リ
ス

医
学
か
ら
ド
イ
ツ
医
学
へ
の
転
換
に
中
心
的
な
役
割
を
演
じ
た
相
良
知
安
の
弟
元
貞
、
岩
佐
純
の
子
息
の
新
と
登
弥
太
、
旧
幕
府
開
成
所

の
独
乙
学
教
授
職
並
加
藤
弘
之
の
長
男
照
麿
、
次
男
晴
比
古
な
ど
が
い
る
。
長
崎
の
精
得
館
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
長
与
専
斎
の
子
息
、
第

一
期
の
ド
イ
ツ
留
学
生
の
子
弟
で
あ
る
池
田
秀
男
、
橋
本
春
も
ド
イ
ツ
へ
留
学
す
る
。
箕
作
一
族
の
元
八
は
、
も
と
も
と
動
物
学
を
こ
こ

ろ
ざ
し
て
い
た
が
、
視
力
の
低
下
に
よ
り
、
歴
史
学
に
転
じ
る
。

　

つ
い
で
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
留
学
生
は
、
学
籍
登
録
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
語
ら
な
い
。
管
見
す
る
か
ぎ
り
、
最
初
期
の
留
学
生
で
あ
る

青
木
周
蔵
と
佐
藤
進
が
学
籍
登
録
に
い
た
る
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　

佐
藤
は
、
は
じ
め
は
「
滞
在
中
は
同
様
不
怠
研
究
罷
在
此
語
一
両
月
も
相
学
び
候
へ
ば
此
れ
迄
和
蘭
相
学
び
し
力
に
も
平
均
可
仕
候
」

と
考
え
て
い
た
が
、
や
が
て
「
学
問
の
盛
な
る
事
は
可
驚
事
に
て
本
邦
抔
よ
り
突
然
出
掛
れ
は
初
学
の
者
の
ア
ベ
セ
よ
り
習
ひ
始
め
し
釣

合
に
て
は
中
々
早
速
自
分
の
本
業
に
取
掛
る
訳
け
に
も
相
成
兼
候
」
と
思
う
よ
う
に
な
る
（ 

）。
小
学
校
教
師
マ
ー
ス
の
も
と
で
ド
イ
ツ
語
を

学
習
す
る
だ
け
で
な
く
、
夕
食
後
に
は
「
毎
晩
獨
逸
人
が
多
勢
集
つ
て
ビ
ー
ル
で
も
飲
む
と
い
ふ
や
う
な
所
」
へ
出
か
け
、
日
常
的
な
生

活
の
な
か
に
も
ド
イ
ツ
語
会
話
の
学
習
の
場
を
も
と
め
る
。
佐
藤
が
「
テ
ー
ブ
ル
を
構
へ
て
一
人
で
ビ
ー
ル
で
も
飲
ん
で
居
り
ま
す
と
、

４５

４６
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獨
逸
人
は
何
だ
か
變
つ
た
人
が
來
た
、
何
處
の
人
で
あ
る
か
珍
し
い
と
い
ふ
て
、
ビ
ー
ル
の
コ
ツ
プ
を
持
つ
た
な
り
で
、
私
の
所
へ
多
勢

集
つ
て
來
る
」
ほ
ど
気
さ
く
で
親
切
で
あ
っ
た
（ 

）。
ベ
ル
リ
ン
の
留
学
生
は
、
や
が
て
「
独
逸
語
の
会
話
の
稽
古
」
の
た
め
に
、
別
々
に
下

宿
す
る
。「
市
せ
い
に
於
け
る
会
話
の
練
習
は
大
学
に
於
け
る
教
課
よ
り
は
苦
し
い
勉
強
で
あ
っ
た
」
と
い
う
（ 

）。

　

ベ
ル
リ
ン
大
学
の
最
初
の
日
本
人
学
籍
登
録
者
は
、
ド
イ
ツ
語
の
会
話
の
学
習
の
か
た
わ
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
準
備
を
は
じ
め
る
。

も
と
も
と
政
治
学
を
志
望
し
て
い
た
青
木
は
、
ド
イ
ツ
到
着
後
ま
も
な
く
、
ベ
ル
リ
ン
の
北
ド
イ
ツ
連
邦
外
務
省
に
も
出
入
り
す
る
。
一

八
七
〇
年
春
、
旧
萩
藩
の
山
県
有
朋
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
視
察
の
た
め
に
ド
イ
ツ
を
訪
れ
、「
国
民
皆
兵
ノ
制
度
」
に
つ
い
て
説
明
を
も
と
め

ら
れ
た
と
き
、「
当
時
外
務
省
ニ
奉
職
シ
後
累
進
シ
テ
外
務
省
ノ
局
長
次
長
ト
ナ
リ
シ
友
人
某
」
を
紹
介
す
る
（ 

）。
佐
藤
は
、
十
月
二
十
八

日
に
は
、
青
木
と
萩
原
の
渡
独
に
さ
い
し
て
日
本
か
ら
同
行
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
海
軍
二
等
医
官
の
案
内
で
ベ
ル
リ
ン
大
学
医
学
部
を
訪
れ
、

「
解
剖
室
」、「
大
病
院
」
な
ど
を
見
学
す
る
（ 

）。
医
学
志
望
の
萩
原
は
、
佐
藤
と
行
動
を
と
も
に
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

佐
藤
は
、
ド
イ
ツ
語
の
学
習
が
す
す
み
、
一
八
七
〇
年
四
月（
明
治
三
年
三
月
）こ
ろ
に
は
、「
ど
う
か
斯
う
か
人
の
話
が
分
る
や
う
に

な
り
、
言
ふ
こ
と
も
出
來
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
か
ら
、
此
上
は
多
少
醫
學
の
素
養
も
日
本
で
致
し
ま
し
た
か
ら
、
大
學
へ
這
入
て
も
教

師
の
云
ふ
こ
と
が
分
る
だ
ら
う
（ 

）」
と
考
え
、「
今
春
よ
り
大
学
に
入
り
」、「
医
学
に
取
り
掛
」
っ
た
（ 

）と
い
う
。
青
木
は
、「
明
治
三
年
（
一

千
八
百
七
十
年
）
ノ
春
期
」
に
「
普
通
ノ
読
書
力
ヲ
有
シ
他
人
ノ
言
説
ヲ
解
シ
得
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ヲ
幸
ヒ
進
ン
テ
大
学
ニ
入
ラ
ン
ト
決
心

シ
他
人
ノ
忠
告
ヲ
斥
ケ
テ
大
学
ニ
入
リ
タ
ル
（ 

）」。
し
か
し
、
一
八
七
〇
年
夏
学
期
の
名
簿
に
は
、
日
本
人
留
学
生
の
名
前
は
み
ら
れ
な
い
。

か
れ
ら
が
一
八
七
〇
年
夏
学
期
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
お
い
て
聴
講
し
た
と
す
れ
ば
、
未
登
録
聴
講
生
と
し
て
で
あ
る
。
軍
医
ア
カ
デ
ミ
ー

生
徒
も
、
未
登
録
の
ま
ま
聴
講
を
ゆ
る
さ
れ
る
。

　

佐
藤
自
身
、「
獨
逸
へ
參
つ
て
丸
一
年
少
々
餘
立
つ
て
か
ら
大
學
へ
這
入
る
手
續
を
致
し
ま
し
た
（ 

）」
と
も
述
べ
て
い
る
。
実
際
、
一
八

七
〇
年
冬
学
期
に
萩
原
と
と
も
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
医
学
部
に
学
籍
登
録
す
る
。
そ
の
さ
い
、
登
録
手
続
き
は
「
外
國
人
で
あ
り
、
殊
に
一

４７

４８
４９

５０

５１

５２

５３

５４

森川：ドイツ大学における明治期の日本人留学生の学籍登録情況

一
七

―　　―410



広島修大論集　第 ４８ 巻　第２号（人文）

―　　―

一
八図　ベルリン大学学籍登録者名簿の一八七〇年冬学期版

409



般
の
醫
學
は
日
本
に
於
て
修
め
て
來
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
た
」
た
め
に
容
易
に
お
わ
り
、
北
ド
イ
ツ
連
邦
公
使
ブ
ラ
ン
ト
か
ら
預
か
っ

た
ビ
ス
マ
ル
ク
に
あ
て
た
紹
介
状
を
提
出
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
。
佐
藤
は
、
医
学
部
学
生
と
し
て
「
昨
年（
明
治
三
年
）九
月
よ
り
毎
日

哲
医
之
講
莚
に
列
し
其
他
毎
日
刀
を
執
り
解
体
術
に
取
縣
り
」
は
じ
め
る
（ 

）。
同
時
に
、
普
仏
戦
争
の
傷
病
兵
を
収
容
す
る
た
め
に
ベ
ル
リ

ン
近
郊
に
設
置
さ
れ
た
「
仮
病
院
」
に
お
い
て
、「
治
療
の
方
法
又
は
患
者
の
取
扱
等
を
実
地
に
研
究
す
る
」
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
る
（ 

）。
青

木
は
、
も
と
も
と
医
学
留
学
生
と
し
て
藩
費
を
給
さ
れ
る
が
、「
国
家
ニ
益
ス
ル
学
問
即
チ
政
治
ニ
関
係
ア
ル
学
問
」
を
学
ぶ
と
い
う
初

 
志
（ 

）を
つ
ら
ぬ
き
、
法
学
部
に
学
籍
登
録
す
る
。

　

ベ
ル
リ
ン
大
学
学
籍
登
録
者
名
簿
の
一
八
七
〇
年
冬
学
期
版
の
第
一
頁
に
、
三
人
の
日
本
人
留
学
生
の
う
ち
、
青
木
周
蔵
の
名
が
み
ら

れ
る
。
姓
名
は“A

hoki,S.”

   
         
、
最
初
の
学
籍
登
録
期
は“M

ichaelis
70”

   
            
、
す
な
わ
ち
一
八
七
〇
年
冬
学
期
、「
出
生
地
」
は“Japan”

        
、

「
専
攻
」
は“R

echte”

   
      
、「
現
住
所
」
は“M
ittel52”
   
          
と
記
載
さ
れ
る
。
同
様
に
、
萩
原
と
佐
藤
の
「
専
攻
」
は“M

ed”

   
   
、「
現
住
所
」
は

そ
れ
ぞ
れ“Französich

58”

                
、“M

auer
26”

 
 
         
と
記
さ
れ
る
。
三
人
の
ベ
ル
リ
ン
大
学
生
は
、
大
学
東
校
留
学
生
が
ベ
ル
リ
ン
に
到
着
し
た

と
き
に
、「
大
學
ノ
學
生
ト
シ
テ
留
學
セ
シ
ム
ル
ノ
命
」
を
う
け
る
（ 

）。

第
二
節　

第
二
期
（
明
治
八
〜
明
治
一
二
年
）

　

明
治
八（
一
八
七
五
）年
か
ら
明
治
十
二
年
ま
で
の
五
年
間
が
第
二
期
で
あ
る
。
明
治
六
年
十
二
月
、
軍
関
係
以
外
の
官
費
留
学
生
す
べ

て
に
帰
国
が
命
じ
ら
れ
、
翌
七
年
に
官
費
留
学
生
の
多
く
が
帰
国
す
る
。
明
治
八
年
五
月
に
文
部
省
貸
費
留
学
生
規
則
が
制
定
さ
れ
、
た

だ
ち
に
文
部
省
留
学
生
の
海
外
派
遣
が
は
じ
ま
る
。
こ
の
と
き
、
東
京
開
成
学
校
鉱
山
学
科
の
安
東
清
人
が
文
部
省
貸
費
留
学
生
と
し
て

渡
独
す
る
。
し
か
し
、
明
治
十
年
の
西
南
戦
争
に
よ
る
財
政
の
悪
化
に
よ
り
、
明
治
十
年
に
は
留
学
生
の
海
外
派
遣
は
中
止
さ
れ
る
。
貸

５５
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費
留
学
生
の
海
外
派
遣
が
本
格
化
す
る
の
は
、
明
治
十
二
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

　

第
二
期
の
特
徴
は
、
第
一
に
日
本
人
学
籍
登
録
者
が
第
一
期
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
減
少
し
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
実
態
と
し
て

医
学
留
学
生
の
減
少
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
実
際
、
第
三
期
に
医
学
専
攻
者
が
第
一
期
の
登
録
者
数
並
に
も
ど
る
と
、
第
三
期
の
学
籍
登
録

者
数
は
第
一
期
と
同
数
に
な
る
。
第
一
期
か
ら
第
三
期
に
か
け
て
は
、
医
学
専
攻
者
の
増
減
が
学
籍
登
録
者
数
の
増
減
に
か
か
わ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
法
学
部
の
学
籍
登
録
者
数
は
若
干
減
少
す
る
が
、
哲
学
部
の
学
籍
登
録
者
数
は
一
定
数
で
推
移
し
、
学
籍
登
録
者
数

の
増
減
に
は
か
か
わ
り
が
な
い
。

　

日
本
人
学
籍
登
録
者
が
減
少
し
た
背
景
に
は
、
ふ
た
つ
の
制
度
的
・
政
策
的
な
変
更
が
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
、
明
治
六
年
十
二
月
に
海

外
留
学
生
処
分
の
方
針
が
決
定
さ
れ
、
官
費
留
学
生
に
帰
国
が
命
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
明
治
四（
一
八
七
一
）年
か
ら
同
六
年
に
か
け

て
欧
米
を
回
覧
し
た
岩
倉
使
節
は
、「
随
行
ノ
官
員
其
材
ヲ
量
テ
之
ニ
科
目
ヲ
分
チ
、
各
國
ニ
留
メ
テ
研
究
習
學
セ
シ
メ
（ 

）」
と
い
っ
た
積

極
的
な
課
題
を
に
な
う
が
、
一
方
で
は
官
費
留
学
生
の
淘
汰
と
い
う
使
命
を
お
び
て
い
た
。

　

文
部
省
の
七
等
出
仕
九
鬼
隆
一
は
、「
各
藩
の
留
學
生
の
如
き
、
勉 

も
何
も
し
な
い
で
居
る
者
共
を
外
國
へ
遣
つ
て
置
く
の
は
、
我

國
の
恥
辱
に
な
る
。
大
學
の
法
、
理
、
文
、
醫
の
各
科
か
ら
正
則
生
の
優
れ
た
者
を
選
抜
し
て
留
學
さ
せ
る
が
よ
い
」
と
主
張
し
て
い
た
（ 

）。

九
鬼
は
、
明
治
六
年
四
月
、
留
学
生
の
修
学
状
況
の
調
査
の
た
め
に
欧
米
出
張
を
命
じ
ら
れ
る
。

　

九
鬼
は
、
ま
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
わ
た
り
、
六
月
下
旬
に
ス
イ
ス
に
滞
在
す
る
岩
倉
使
節
の
も
と
を
お
と
ず
れ
る
。
岩
倉
使
節
は
、
九

鬼
が
渡
欧
目
的
を
説
明
し
た
の
に
た
い
し
て
、「
木
戸
さ
ん
を
除
い
て
は
大
抵
其
趣
意
に
は
賛
成
す
る
」。
九
鬼
の
主
張
は
、
留
守
政
府
ば

か
り
で
な
く
、
岩
倉
使
節
に
も
支
持
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
九
鬼
は
、
文
部
大
丞
の
田
中
不
二
麿
に
「
各
省
使
派
遣
之
生
徒
而
已
依
然
被

差
置
候
テ
ハ
自
余
之
関
係
不
少
是
カ
為
メ
自
然
改
正
之
處
分
實
地
施
行
上
ニ
差
響
可
申
哉
ト
深
ク
顧
慮
仕
候
」
と
い
う
強
硬
な
意
見
を
つ

た
え
る
。
田
中
は
、
七
月
二
十
四
日
付
で
太
政
官
に
「
速
ニ
一
體
之
御
處
分
被　

仰
出
度
此
段
至
急
御
裁
決
奉
仰
候
也
」
と
伺
い
、
八
月

５９

６０
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十
八
日
付
で
「
陸
海
軍
生
徒
ヲ
除
ノ
外
総
テ
留
學
生
徒
ハ
其
省
於
テ
管
理
處
分
可
致
候
事
」
と
指
令
さ
れ
る
（ 

）。
九
鬼
は
、
そ
の
夏
に
立
ち

寄
っ
た
た
ベ
ル
リ
ン
で
は
、「
留
學
生
一
同
歸
朝
す
べ
し
と
云
ふ
命
令
」
を
つ
た
え
る
（ 

）。

　

明
治
六
年
十
二
月
、
軍
関
係
を
の
ぞ
く
す
べ
て
の
官
費
留
学
生
の
帰
国
が
正
式
に
決
定
し
、
翌
七
年
一
月
に
は
文
部
省
か
ら
在
外
公
館

に
政
府
決
定
が
つ
た
え
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
留
学
生
は
、
ド
イ
ツ
駐
在
一
等
書
記
官
青
木
周
蔵
が
帰
国
し
て
い
た
た
め
に
、
明
治
六
年
十
二

月
十
七
日
付
で
ド
イ
ツ
公
使
館
事
務
取
扱
を
命
じ
ら
れ
た
品
川
弥
二
郎
か
ら
帰
国
命
令
を
つ
た
え
ら
れ
る
。
官
費
留
学
生
は
、
帰
国
旅
費

と
六
十
日
分
の
学
資
を
支
給
さ
れ
、
六
十
日
以
内
に
帰
国
の
途
に
つ
く
か
、
私
費
で
残
留
す
る
か
、
決
断
を
せ
ま
ら
れ
る
（ 

）。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
留
学
の
費
用
を
支
弁
す
る
藩
と
い
う
経
済
的
基
盤
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
明
治
四（
一
八
七
一
）年
七
月
、
新

政
府
は
廃
藩
置
県
を
断
行
し
、
版
籍
奉
還
に
よ
り
藩
知
事
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
旧
藩
主
の
職
を
と
く
。
あ
ら
た
に
府
知
事
や
県
令
を
任
命

し
、
旧
藩
の
行
政
に
あ
た
ら
せ
る
。
留
学
費
の
支
出
母
体
で
あ
る
藩
が
消
滅
し
た
た
め
に
、
藩
県
費
留
学
生
に
も
官
費
が
支
給
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
財
政
を
圧
迫
す
る
こ
と
に
な
り
、
官
費
留
学
生
の
処
分
に
つ
な
が
る
。
藩
費
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
た
藩
校
も
同

様
に
廃
止
さ
れ
、
一
部
は
公
私
立
の
初
等
あ
る
い
は
中
等
教
育
機
関
に
変
貌
す
る
。

　

明
治
六
年
七
月
段
階
で
、
ド
イ
ツ
だ
け
で
も
、
以
下
の
四
十
二
名
の
官
費
留
学
生
が
い
た
（ 

）。

　
　

印
旛
縣
貫
属
士
族　
　

佐
藤
進　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

川
島
醇

　
　

佐
賀
縣
貫
属
士
族　
　

相
良
元
貞　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

寺
田
平
之
允

　
　

東
京
府
貫
属
士
族　
　

池
田
謙
斎　
　
　

東
京
府
貫
属
士
族　
　

岡
田 

助

　
　

山
口
縣
貫
属
士
族　
　

荒
川
邦
蔵　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

山
崎
橘
馬

　
　

鹿
児
嶌
縣
貫
属
士
族　

尾
崎
彦　
　
　
　

廣
島
縣
貫
属
士
族　
　

田
坂
虎
之
助

　
　

佐
賀
縣
貫
属
士
族　
　

大
石
良
乙　
　
　

山
口
縣　
　
　
　
　
　

井
上
省
三

６１
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愛
知
縣
貫
属
士
族　
　

大
澤
謙
二　
　
　

北
白
川
宮
家
従　
　
　

松
野 

　
　

敦
賀
縣
貫
属
士
族　
　

山
脇
玄　
　
　
　

奈
良
縣
貫
属
士
族　
　

熊
澤
善
庵

　
　

敦
賀
縣
貫
属
士
族　
　

今
井
巖　
　
　
　

佐
賀
縣
貫
属
士
族　
　

石
井
助
三
郎

　
　

島
根
縣
貫
属
士
族　
　

北
尾
次
郎　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

長
尾
俊
次
郎

　
　

名
東
縣
貫
属
士
族　
　

長
井
直
安　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

辻
春
十
郎

　
　

静
岡
縣
貫
属
士
族　
　

松
本
�
太
郎　
　

愛
知
縣
下
平
民　
　
　

鬼
頭
佐
太
郎

　
　

佐
賀
縣
貫
属
士
族　
　

吉
武
桂
仙　
　
　

東
京
府
貫
属
華
族　
　

武
者
小
路
實
世

　
　

愛
知
縣
貫
属
士
族　
　

柴
田
承
桂　
　
　

京
都
府
貫
属
華
族　
　

裏
松
良
光

　
　

佐
賀
縣
貫
属
士
族　
　

木
下
周　
　
　
　

東
京
府
貫
属
華
族　
　

鷹
司
熈
通

　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

倉
永
猪
一
郎　
　

佐
賀
縣
貫
属
士
族　
　

袋
久
平

　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

鶴
田
揆
一　
　
　

東
京
府
貫
属
士
族　
　

土
肥
百
之

　
　

置
賜
縣
貫
属
士
族　
　

平
田
東
助　
　
　

東
京
府
貫
属
華
族　
　

坊
城
俊
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
白
川
宮　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

清
水
谷
公
考

　
　

長
野
縣
貫
属
士
族　
　

原
桂
仙　
　
　
　

高
知
縣
貫
属
士
族　
　

萩
原
三
圭

　
　

鹿
児
島
縣
貫
属
士
族　

有
馬
治
兵
衛　
　

福
岡
縣
貫
属
士
族　
　

赤
星
研
造

　

第
二
の
特
徴
は
、
留
学
生
の
社
会
的
出
自
に
変
化
が
あ
ら
わ
れ
た
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
華
族
の
な
か
に
も
、
ド
イ
ツ
へ
お
も
む
き
、
大

学
に
学
籍
登
録
す
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
る
。
明
治
二（
一
八
六
九
）年
六
月
、
諸
藩
主
か
ら
の
版
籍
奉
還
願
が
聴
許
さ
れ
る
。
旧
藩
主
は
、

従
来
の
公
卿
と
と
も
に
華
族
と
総
称
さ
れ
る
新
し
い
身
分
階
層
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
。
家
禄
を
現
石
高
の
十
分
の
一
を
給
さ
れ
、
知
藩
事
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に
任
命
さ
れ
る
が
、
廃
藩
置
県
に
よ
り
、
旧
藩
主
は
藩
知
事
の
職
を

と
か
れ
、
東
京
居
住
を
命
じ
ら
れ
る
。
政
府
が
年
貢
を
徴
収
す
る
こ

と
に
な
る
が
、
旧
藩
士
へ
の
家
禄
の
支
給
や
藩
の
膨
大
な
負
債
は
新

政
府
が
肩
代
わ
り
し
、
し
か
も
旧
藩
主
の
家
禄
は
保
障
さ
れ
る
。

　

太
政
官
は
、
明
治
四
年
一
月
二
十
九
日
付
で
「
華
族
面
々
庶
子
ニ

至
迄
御
人
選
ヲ
以
テ
他
所
勤
學
被　

仰
付
候
者
ヘ
學
資
金
被
下
候
處

自
今
外
國
留
學
之
外
總
テ
不
被
下
候
」
と
布
達
す
る
（ 

）。
さ
ら
に
、
同

年
十
月
二
十
二
日
付
で
「
華
族
ハ
國
民
中
貴
重
ノ
地
位
ニ
居
リ
衆
庶

ノ
屬
目
ス
ル
所
ナ
レ
ハ
其
履
行
固
ヨ
リ
標
準
ト
ナ
リ
一
層
勤
勉
ノ
力

ヲ
致
シ
率
先
シ
テ
之
ヲ
鼓
舞
セ
サ
ル
ヘ
ケ
ン
ヤ
」、「
夫
レ
勤
勉
ノ
力

ヲ
致
ス
ハ
智
ヲ
開
キ
才
ヲ
研
ハ
眼
ヲ
宇
内
開
化
ノ
形
勢
ニ
着
ケ
有
用

ノ
業
ヲ
修
メ
或
ハ
外
國
ヘ
留
學
シ
實
地
ノ
學
ヲ
講
ス
ル
ヨ
リ
要
ナ
ル

ハ
ナ
シ
」
と
い
う
勅
諭
も
だ
さ
れ
る
（ 

）。

　

皇
族
に
た
い
し
て
陸
海
軍
に
従
事
す
る
よ
う
布
達
さ
れ
る
の
は
、

明
治
六
年
十
二
月
で
あ
る
。
太
政
官
は
、
そ
れ
を
さ
き
ど
り
す
る
よ

う
に
、
明
治
三
年
に
華
頂
宮
博
経
親
王
、
東
伏
見
宮
嘉
彰
親
王
、
伏

見 
満 
宮 
を
海
外
留
学
に
送
り
出
す
。
伏
見
満
宮
は
、
一
八
七
一
年

み
つ
の
み
や

四
月（
明
治
四
年
二
月
）に
ベ
ル
リ
ン
に
到
着
し
、「
當
初
ノ
目
的
タ

６５

６６
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表五　ドイツ大学に学籍登録した華族（公家・諸侯）子弟

専　攻
最初の学
籍登録期

爵位地　　　　　　位

法学１８７６年冬子爵伊勢神戸藩主忠廉二男本多　康直

法学１８７７年夏伯爵庄内藩主酒井　忠宝

法学１８８３年夏伯爵公家、中将公知嫡子姉小路　公義

法学１８８５年夏男爵金沢藩家老内蔵助次男斯波　淳六郎

法学１８８６年冬公爵公家、左大臣忠房嫡子近衛　篤麿

法学１８８６年冬子爵松本藩主光則嫡子戸田　康泰

国家学１８８６年冬子爵伊予西条藩主頼英長男松平　頼和

美学１８８７年冬伯爵津和野藩主茲監嫡子亀井　茲明

法学１８９０年夏侯爵宇和島藩主宗徳四男伊達　武四郎

法学１８９１年冬男爵萩藩主毛利元徳四男小早川　四郎

自然科学１８９２年夏伯爵公卿、通禧嫡子東久世　通敏
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ル
洋
式
兵
學
ヲ
修
ム
ル
」
た
め
に
、
一
八
七
五
年
に
「
同
國
参
謀
大
學
校
」、
す

な
わ
ち
ベ
ル
リ
ン
の
軍
事
ア
カ
デ
ミ
ー
に
入
学
す
る
（ 

）。

　

明
治
四
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
、
錦
小
路 
頼
言 
、 
松 
崎  
万
長 
、
武
者
小
路

よ
り
こ
と 

ま
つ
が
さ
き 
つ
む
な
が

 
実
世 
さ
ね
よ

、
入
江
為
福
、
裏
松
良
光
、
鷹
司 
熈
通 
、
酒
井 
忠
篤 
、
姉
小
路 
公
義 
、
酒

ひ
ろ
み
ち 

た
だ
ず
み 

き
ん
と
も

井 
忠
宝 
と
い
っ
た
華
族
が
寄
り
そ
う
よ
う
に
ド
イ
ツ
へ
お
も
む
く
。
旧
公
卿
の

た
だ
み
ち

な
か
に
は
、
大
学
に
学
籍
登
録
す
る
も
の
は
少
な
い
。
そ
の
後
、
左
大
臣
近
衛

忠
房
の
嫡
子
篤
麿
、
元
松
本
藩
主
戸
田
光
則
の
嫡
子
康
泰
、
元
伊
予
西
条
藩
主

松
平
頼
英
の
嫡
子
頼
和
、
元
津
和
野
藩
主
亀
井 
茲
監 

こ
れ
み

の
嫡
子 
茲
明 
な
ど
も
ド
イ

こ
れ
あ
き

ツ
へ
む
け
笈
を
負
う
。

　

明
治
十
七（
一
八
八
四
）年
に
華
族
令
が
制
定
さ
れ
、
従
来
の
華
族
の
ほ
か
に
、

維
新
に
勲
功
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
政
治
家
、
軍
人
、
官
吏
、
実
業
家
な
ど
が
新

た
に
華
族
に
く
わ
え
ら
れ
る
。
爵
位
は
、
公
、
侯
、
伯
、
子
、
男
の
五
段
階
に

分
か
れ
る
が
、
公
家
は
旧
来
の
家
柄
、
旧
諸
侯
は
旧
領
石
高
を
ほ
ぼ
基
準
と
し

て
ラ
ン
ク
づ
け
ら
れ
る
。
勲
功
華
族
は
薩
長
な
ど
藩
閥
出
身
者
が
多
く
、
し
か

も
高
位
に
叙
爵
さ
れ
る
。

　

勲
功
華
族
の
な
か
で
は
、
木
戸
孝
允
の
嫡
子
正
二
郎
、
後
藤
象
二
郎
の
嫡
子
猛
太
郎
、
松
方
正
義
の
嫡
子
巌
、
大
久
保
利
通
の
三
男
利

武
な
ど
が
ド
イ
ツ
へ
お
も
む
く
。
か
れ
ら
は
、
旧
諸
侯
の
子
弟
と
同
様
に
、
特
権
的
な
地
位
を
世
襲
す
る
た
め
に
法
学
や
国
家
学
を
専
攻

す
る
。

６７

広島修大論集　第 ４８ 巻　第２号（人文）

―　　―

二
四

表六　ドイツ大学に学籍登録した勲功華族子弟

専　攻
最初の学
籍登録期

爵位地　　　　　位

法学１８７５年冬公爵山口藩士有朋嫡子山県　伊三郎

法学１８８１年冬侯爵山口藩士孝允嫡子木戸　正二郎

官房学１８８２年冬伯爵高知藩士象二郎嫡子後藤　猛太郎

官房学１８８４年冬公爵鹿児島藩士正義嫡子松方　巌

自然科学１８８４年冬男爵山口藩士幹嫡子長松　篤 

法学１８８７年夏男爵山口藩士正直嫡子槙村　正介

法学１８８９年夏男爵広島藩士衛嫡子船越　光之丞

哲学 （？）１８９０年夏伯爵鹿児島藩士資紀嫡子樺山　愛輔

官房学１８９０年夏侯爵鹿児島藩士利通三男大久保　利武
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第
三
節　

第
三
期
（
明
治
一
三
〜
一
七
年
）

　

第
三
期
は
、
明
治
十
三（
一
八
八
〇
）年
か
ら
明
治
十
七
年
ま
で
の
五
年
間
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
明
治
十
四
年
の
政
変
と
い
う
留

学
政
策
に
転
換
を
せ
ま
る
画
期
的
な
事
件
が
生
起
す
る
。
政
変
で
は
、
近
代
国
家
日
本
の
構
築
の
た
め
の
モ
デ
ル
と
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
・

ド
イ
ツ
が
選
択
さ
れ
、
明
治
二
十
三
年
に
国
会
を
開
設
す
る
と
い
う
勅
諭
が
だ
さ
れ
る
。
政
府
は
、
憲
法
の
起
草
に
着
手
す
る
こ
と
に
な

り
、
明
治
十
五
年
三
月
、
参
議
伊
藤
博
文
が
憲
法
調
査
の
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
旅
立
つ
。
世
は
鹿
鳴
館
時
代
を
迎
え
る
。

　

第
三
期
の
特
徴
と
し
て
、
第
一
に
日
本
人
学
籍
登
録
者
が
第
二
期
に
く
ら
べ
四
倍
近
く
に
膨
張
し
た
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
明

治
八
年
に
文
部
省
貸
費
留
学
生
規
則
が
制
定
さ
れ
、
文
部
省
留
学
生
の
海
外
派
遣
は
再
開
さ
れ
る
が
、
明
治
十
年
の
西
南
戦
争
に
よ
る
財

政
の
悪
化
に
よ
り
中
断
し
、
明
治
十
二
年
以
降
、
本
格
化
す
る
。

　

東
京
大
学
で
は
、
明
治
十
年
に
理
学
部
化
学
科
、
翌
十
一
年
に
は
法
学
部
法
学
科
、
理
学
部
化
学
科
、
同
土
木
工
学
科
、
医
学
部
製
薬

学
科
が
卒
業
生
を
送
り
だ
す
。
明
治
十
二
年
に
は
、
ド
イ
ツ
人
教
師
の
も
と
で
学
ん
だ
医
学
部
卒
業
生
も
巣
立
ち
は
じ
め
る
。
明
治
十
二

年
以
降
、
文
部
省
の
留
学
生
の
海
外
派
遣
が
本
格
化
す
る
の
は
、
官
費
留
学
生
の
有
力
な
候
補
が
安
定
的
に
育
ち
は
じ
め
た
か
ら
で
あ
る
。

医
学
部
か
ら
は
じ
め
て
の
卒
業
生
が
巣
立
っ
た
明
治
十
二
年
に
は
、
梅
錦
之
丞
、
清
水
郁
太
郎
、
新
藤
二
郎
が
は
じ
め
て
貸
費
留
学
生
に

選
ば
れ
、
渡
独
す
る
。

　

第
三
期
の
留
学
生
は
、
医
学
を
専
攻
す
る
も
の
が
全
体
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
を
占
め
る
。
第
一
期
と
同
様
に
、
医
学
専
攻
者
が
学

籍
登
録
者
数
を
膨
張
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
第
一
期
に
ベ
ル
リ
ン
を
中
心
と
し
た
北
ド
イ
ツ
連
邦
の
大
学
に
集
中
し
て

い
た
日
本
人
留
学
生
は
、
十
一
の
大
学
に
分
散
す
る
。
し
か
し
、
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
は
ベ
ル
リ
ン
に
お
も
む
く
。

　

第
二
に
、
明
治
十
四
年
度
の
文
部
省
留
学
生
の
な
か
に
は
、
政
治
学
特
派
留
学
生
の
木
場
貞
長
と
末
岡
精
一
が
ふ
く
ま
れ
る
。
明
治
十

森川：ドイツ大学における明治期の日本人留学生の学籍登録情況
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五
年
一
月
、
文
部
卿
福
岡 
孝
弟 
は
太
政
大
臣
三
条
実
美
に
「
獨
逸
國
ノ
儀
ハ
該
学
科
ノ
碩
学
固
ヨ
リ
乏
カ
ラ
ス
又
其
教
授
ノ
方
法
等
着
実

た
か
ち
か

ニ
シ
テ
整
備
致
居
候
」
と
し
て
、「
大
学
卒
業
ノ
学
士
」
の
な
か
か
ら
三
名
を
選
び
、「
特
別
留
学
生
」
と
し
て
ド
イ
ツ
に
派
遣
し
た
い
と

伺 
う
（ 

）。
そ
れ
は
、
自
由
民
権
派
が
「
政
治
学
ノ
精
理
ヲ
考
覈
セ
ス
」、「
國
体
及
邦
俗
ノ
実
際
ヲ
観
察
セ
サ
ル
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
皮

相
ノ
見 

鑿
ノ
説
」
を
流
布
し
た
た
め
に
、「
此
弊
風
ヲ
矯
ム
ル
」
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
彼
國
ノ
碩
学
」
の
も
と
で
研
鑽
を
つ
ん

６８
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二
六

表七　明治十二年以降の文部省留学生の派遣国

他米仏英独小計

００１３３７明治１２（１８７９）

００１１３５明治１３（１８８０）

０００１７８明治１４（１８８１）

００００４４明治１５（１８８２）

００００４４明治１６（１８８３）

００００４４明治１７（１８８４）

０１１１２５明治１８（１８８５）

０００２（１）３（１）４明治１９（１８８６）

０２０３１６明治２０（１８８７）

２２００２５明治２１（１８８８）

０１０２１４明治２２（１８８９）

０１（１）３（２）２（２）４（２）６明治２３（１８９０）

０１（１）２（２）１（１）８（３）８明治２４（１８９１）

００　１０４５明治２５（１８９２）

０００１（１）１（１）１明治２６（１８９３）

２８（２）９（４）１７（５）５１（７）７６

※　計の右の（ ）内は複数国へ留学したものの内数、各国年
度別留学生数は当該国のみに留学するものの数、右の（ ）
内は当該国以外にもへ留学するものの数をしめす。たとえ
ば、明治２６年には大瀬甚太郎がドイツとフランスへ派遣さ
れた。
※　『近代日本海外留学生史』上（渡辺實、講談社、昭和５３
年）により作成した。
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だ
「
真
正
ノ
政
治
学
士
」
が
「
其
政
治
風
俗
」
を
実
現
す
れ
ば
、「
國
家
ノ
施
政
上
」
役
立
つ
だ
け
で
な
く
、「
彼
ノ
理
論
ノ
ミ
ニ
馳
セ
或

ハ
皮
相
論
説
」
に
流
れ
る
弊
害
を
あ
ら
た
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

明
治
十
五
年
三
月
、
政
治
学
特
派
留
学
生
に
選
ば
れ
た
木
場
貞
長
と
末
岡
精
一
は
、
憲
法
調
査
の
た
め
に
渡
欧
す
る
伊
藤
博
文
の
一
行

に
随
行
し
、
ド
イ
ツ
に
む
か
う
。

　

最
初
期
の
ド
イ
ツ
留
学
生
の
ひ
と
り
で
あ
る
青
木
周
蔵
は
、
一
八
七
〇
年
冬
学
期
か
ら
一
八
七
二
年
冬
学
期
ま
で
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
法

学
部
に
学
籍
登
録
し
、
ド
イ
ツ
国
法
・
行
政
法
教
授
グ
ナ
イ
ス
ト 
（H

einrich
R

udolfvon
G

neist

 
         
           
     
） 
に
師
事
す
る
。
一
八
七
三
年
四
月
、

青
木
は
ベ
ル
リ
ン
滞
在
中
の
岩
倉
使
節
副
使
の
木
戸
孝
允
を
グ
ナ
イ
ス
ト
に
ひ
き
あ
わ
せ
る
。
青
木
は
、
の
ち
に
グ
ナ
イ
ス
ト
の
助
言
を

え
な
が
ら
、
プ
ロ
イ
セ
ン
欽
定
憲
法
の
原
理
に
も
と
づ
く
「
大
日
本
政
規
草
案
」
を
起
草
す
る
（ 

）。
明
治
十
三
年
に
、「
法
律
並
地
方
編
成

法
取 
調
（ 

）」
の
た
め
に
ド
イ
ツ
に
派
遣
さ
れ
た
村
田
保
と
山
脇
玄
は
、
グ
ナ
イ
ス
ト
な
ど
の
も
と
で
「
法
律
取
調
」
に
あ
た
る
。
渡
欧
す
る

伊
藤
博
文
は
、
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
教
授
シ
ュ
タ
イ
ン 
（Lorenz

von
Stein

                
） 
だ
け
で
な
く
、
グ
ナ
イ
ス
ト
の
講
義
も
聴
講
す
る
。
以
後
、

日
本
に
お
い
て
憲
法
の
制
定
作
業
が
す
す
む
な
か
で
、
い
わ
ゆ
る
グ
ナ
イ
ス
ト
・
ル
ー
ト
が
形
成
さ
れ
る
。
ベ
ル
リ
ン
市
裁
判
所
判
事
モ
ッ

セ 
（A

lbertM
osse

 
       
    
） 
は
、
こ
の
ル
ー
ト
を
と
お
し
て
、
明
治
十
九（
一
八
八
六
）年
に
内
閣
・
内
務
省
法
律
顧
問
と
し
て
来
日
す
る
。

　

明
治
十
五
年
か
ら
明
治
十
七
年
ま
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
へ
は
留
学
生
が
派
遣
さ
れ
な
く
な
っ
た
点
は
、
特
筆
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
井
上
毅
は
、
政
変
後
の
人
心
教
導
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
獨
乙
學
ヲ
奨
勵
ス
」
を
提
唱
し
、「
英
學
」
の
「
直
往
無
前
ノ
勢
」

を
鎮
撫
し
よ
う
と
意
図
す
る
。
そ
う
し
た
意
図
が
留
学
政
策
に
も
反
映
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

第
三
の
特
徴
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
ド
イ
ツ
へ
留
学
国
を
変
更
す
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
た
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
文
部
省
の
第
二
回
貸

費
留
学
生
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
派
遣
さ
れ
た
穂
積（
入
江
）陳
重
は
、「
獨
逸
法
學
の
影
響
を
受
け
た
る
こ
と
多
き
」
オ
ー
ス
テ
ィ
ン 
（John

     

A
ustin

 
     
） 
の
『
法
理
學
講
義
』（Lectures

on
Jurisprudence

                         
） 
に
魅
了
さ
れ
（ 

）、
ド
イ
ツ
へ
の
転
学
を
決
意
し
、
毎
年
、
夏
季
休
業
中
は
ベ

６９

７０

７１
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ル
リ
ン
に
出
む
い
て
ド
イ
ツ
語
を
ま
な
ぶ
（ 

）。
ミ
ド
ル
テ
ン
プ
ル
法
学
院
を
卒
業
し
た
後
の
明
治
十
二
年
五
月
、「
独
逸
国
ヘ
転
国
ノ
願 
書
（ 

）」

を
文
部
大
輔
田
中
不
二
麿
に
送
付
し
、「
日
耳
曼
国
大
学
校
ニ
移
転
シ
テ
以
テ
癒
法
律
ノ
学
ヲ
精
研
セ
ン 

ヲ
閣
下
ニ
請
フ
」。
穂
積
は
、

そ
の
理
由
と
し
て
、「
英
国
諸
大
学
ニ
法
学
教
法
ノ
備
ラ
ザ
ル
ヤ
実
ニ
甚
ダ
シ
キ
者
」
が
あ
る
の
に
た
い
し
て
、「
独
乙
諸
大
学
ノ
諸
科
全

備
シ
教
師
多
ク
ハ
抜
群
ノ
碩
学
ナ
ル
」
と
い
う
実
態
を
あ
げ
る
。
実
際
、「
英
国
諸
大
学
ノ
教
師
モ
多
ク
ハ
嘗
テ
独
国
ニ
留
学
セ
シ
人
」

で
あ
る
。

　

明
治
十
二
年
度
の
文
部
省
留
学
生
高
松
豊
吉
も
、
明
治
十
三
年
年
十
二
月
、
文
部
卿
河
野 
敏
鎌 
に
「
独
逸
国
ニ
転
住
之
御
願
」
を
送
付

と
が
ま

す
る
。
高
松
は
、
オ
ー
エ
ン
ス
・
カ
レ
ッ
ジ
に
お
い
て
研
究
を
継
続
す
る
こ
と
が
「
充
分
之
利
�
無
之
」
と
し
た
う
え
で
、「
獨
乙
國
ニ

於
而
ハ
諸
學
科
中
化
學
ハ
最
進
歩
殊
ニ
大
學
科
目
ハ
著
敷
整
頓
致
居
候
段 

而
傳
聞
仕
候
間
何
卒
同
國
ニ
罷
越
シ
更
ニ
高 

化
學
相
修
度

存
候
」
と
ド
イ
ツ
へ
の
転
向
を
願
い
で
る
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
ブ
ン
ゼ
ン 
（R

obertW
ilhelm

B
unsen

 
       
      
  
     
） 
の
も
と
で
研
鑽
し
た
教

授
ロ
ス
コ
ー 
（H

enry
E

nfield
R

oscoe

 
      
        
     
） 
は
、「
斷
然
獨
乙
國
ニ
相
轉
シ
候
方
最
上
之
策
」
と
し
て
高
松
に
ド
イ
ツ
転
学
を
す
す
め
て
い 
た
（ 

）。

　

い
ず
れ
も
、「
在
留
ノ
學
校
ヲ
轉
シ
他
ノ
學
校
ニ
移
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」（
第
一
二
条
）と
規
定
す
る
「
貸
費
留
学
生
条
規
（ 

）」
に
反
す
る
願
い

で
で
あ
る
。
文
部
省
か
ら
意
見
を
も
と
め
ら
れ
た
東
京
大
学
総
理
の
加
藤
弘
之
は
、
穂
積
に
つ
い
て
は
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ 
（Johann

K
aspar

        
      

B
luntschli

 
         
） 
の
『
国
法
汎
論
』（A

llgem
eine

Staatsrecht

 
     
                
） 
を
訳
出
し
、「
本
邦
に
獨
逸
法
學
を
傳
へ
た
る
率
先
者
」
と
し
て
の
立
場
か

ら
、
高
松
に
つ
い
て
は
、「
文
學
理
學
ノ
最
旺
盛
ナ
ル
ハ
獨
逸
國
ニ
若
ク
モ
ノ
無
之
候
」
と
い
っ
た
一
般
的
な
認
識
に
た
っ
て
、
か
れ
ら

の
ド
イ
ツ
転
国
が
妥
当
で
あ
る
旨
を
文
部
省
に
つ
た
え
る
。

　

穂
積
は
、
明
治
十
三
年
三
月
一
日
、「
書
面
独
逸
国
ヘ
転
国
ノ
儀
聞
届
候
条
其
旨
本
人
ヘ
可
相
達
候
事
」（
明
治
一
三
年
一
月
二
〇
日
付
）

と
い
う
指
令
を
受
け
取
る
と
、
翌
日
に
は
ド
イ
ツ
へ
渡
り
、
四
月
十
四
日
に“Iriye,N

obushig”

          
         
と
し
て
ベ
ル
リ
ン
大
学
法
学
部
に
学
籍

登
録
す
る
。
高
松
は
、「
御
願
」
が
「
右
ハ
仝
月
ヨ
リ
轉
國
為
致
候
方
修
業
上
ノ
裨
益
不
尠
儀
ト
認
候
條
願
之
趣
差
許
候
此
旨
上
申
候
也
」

７２
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と
い
う
明
治
十
四
年
二
月
二
十
五
日
付
の
文
部
卿
河
野
の
上
申
に
も
と
づ
い
て
裁
可
さ
れ
る
（ 

）と
、
同
年
七
月
二
十
五
日
に
ベ
ル
リ
ン
に
う

つ
り
、
一
八
八
一
年
冬
学
期
に
は
ベ
ル
リ
ン
大
学
哲
学
部
の
学
籍
登
録
簿
に“Takam

atzu,Toyokitzi”

   
    
       
          
と
記
す
。

　

明
治
十
三
年
度
の
文
部
省
留
学
生
和
田
垣
謙
三
も
、
ロ
ン
ド
ン
の
キ
ン
グ
ス
カ
レ
ッ
ジ
と
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
理
財
学
の
研
究
に
た

ず
さ
わ
る
が
、
一
八
八
二（
明
治
一
五
）年
冬
学
期
に
ベ
ル
リ
ン
に
う
つ
り
、
二
学
期
の
あ
い
だ
哲
学
部
で
研
鑽
す
る
。

　

東
京
大
学
数
学
教
授
菊
池
大
麓
は
、
明
治
十
六
年
、
ワ
シ
ン
ト
ン
で
の
国
際
学
会
の
帰
途
、
ド
イ
ツ
に
立
ち
寄
る
。
そ
れ
は
、「
獨
逸

学
術
ノ
本
邦
ニ
切
ニ
シ
テ
最
モ
其
輸
入
ヲ
ス
ヘ
キ
」
で
あ
る
が
、「
理
学
上
ニ
於
テ
親
シ
ク
實
地
ニ
就
キ
取
調
」
の
た
め
で
あ
る
（ 

）。
以
後
、

ド
イ
ツ
留
学
生
の
専
門
分
野
は
さ
ら
に
拡
大
す
る
。

第
四
節　

第
四
期
（
明
治
一
八
〜
二
二
年
） 

　

明
治
十
八（
一
八
八
五
）年
か
ら
明
治
二
十
二
年
ま
で
の
第
四
期
に
い
た
り
、
ド
イ
ツ
留
学
生
が
飛
躍
的
に
増
加
す
る
。
そ
の
意
味
で
、

膨
張
期
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
十
八
年
十
二
月
に
は
太
政
官
に
か
わ
り
、
内
閣
制
度
が
創
設
さ
れ
、
そ
の
わ
ず
か
三
ケ
月
の
の
ち

の
翌
年
三
月
に
は
、
一
連
の
学
校
令
に
さ
き
が
け
、
帝
国
大
学
令
が
発
布
さ
れ
、
帝
国
大
学
が
誕
生
す
る
。
明
治
二
十
二
年
二
月
に
は
大

日
本
帝
国
憲
法
が
発
布
さ
れ
、
翌
二
十
三
年
十
一
月
に
は
第
一
通
常
国
会
が
開
会
す
る
。

　

第
四
期
の
学
籍
登
録
者
は
延
べ
六
百
名
を
こ
え
、
第
三
期
の
三
・
五
倍
、
第
一
期
の
六
倍
弱
に
達
す
る
。
医
学
部
の
学
籍
登
録
者
は
最

多
で
あ
る
が
、
第
二
期
を
の
ぞ
け
ば
、
第
四
期
以
降
、
法
学
部
と
哲
学
部
の
学
籍
登
録
者
の
合
計
が
医
学
部
学
籍
登
録
者
を
う
わ
ま
わ
る
。

法
学
部
学
籍
登
録
者
は
前
の
第
三
期
の
十
倍
弱
に
達
す
る
。
全
期
間
に
わ
た
る
法
学
部
の
学
籍
登
録
者
の
う
ち
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
が
こ

の
時
期
に
学
籍
登
録
す
る
。
哲
学
部
学
籍
登
録
者
は
第
三
期
の
三
倍
強
に
増
加
す
る
。
全
期
間
に
わ
た
る
哲
学
部
の
学
籍
登
録
者
の
う
ち

７６
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の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
が
こ
の
時
期
に
学
籍
登
録
す
る
。
ち
な
み
に
医
学
部
の
ば
あ
い
に
も
、
全
期
間
に
わ
た
る
学
籍
登
録
者
の
う
ち
の
四

十
パ
ー
セ
ン
ト
弱
が
こ
の
時
期
に
学
籍
登
録
す
る
。

　

ベ
ル
リ
ン
大
学
で
は
、
第
四
期
の
学
籍
登
録
者
数
は
延
べ
二
百
三
十
八
名
に
お
よ
び
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
次
ぐ
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学

の
学
籍
登
録
者
五
十
九
名
の
四
倍
に
な
る
。
し
か
も
、
法
学
部
の
学
籍
登
録
者
八
十
七
名
と
哲
学
部
の
学
籍
登
録
者
七
十
八
名
は
医
学
部

の
学
籍
登
録
者
七
十
三
名
を
上
ま
わ
る
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
場
合
に
も
、
最
も
多
く
の
日
本
人
が
学
籍
登
録
し
た
の
は
哲
学
部
で

あ
る
。
た
だ
し
、
延
数
五
十
名
以
上
の
日
本
人
が
学
籍
登
録
し
た
大
学
の
う
ち
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
と
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
大
学
の
医
学

部
の
学
籍
登
録
者
は
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
ま
わ
り
、
他
学
部
の
学
籍
登
録
者
を
凌
駕
す
る
。

　

明
治
十
四
年
の
政
変
の
こ
ろ
に
は
、「
文
部
ノ
制
、
日
耳
曼
語
ヲ
學
フ
者
ハ
、
專
ラ
醫
科
ニ
限
リ
（ 

）」
と

い
わ
れ
て
い
た
が
、
第
四
期
に
は
、
ド
イ
ツ
大
学
は
す
で
に
医
学
だ
け
の
修
学
の
場
か
ら
脱
却
し
、
最

初
期
の
ド
イ
ツ
留
学
生
の
青
木
周
蔵
が
企
図
し
た
と
お
り
、「
独
逸
ニ
於
ケ
ル
如
キ
主
義
正
確
ニ
シ
テ
秩

序
精
密
ナ
ル
學
問
（ 

）」、
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
・
ヴ
ィ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
が
総
体
と
し
て
日
本
に
移
植
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。

　

そ
う
し
た
事
態
を
も
た
ら
し
た
の
が
、
日
本
で
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
教
育
制
度
で
あ
る
。
医
学
教
育

を
例
と
し
て
概
観
す
る
。

　

廃
藩
置
県
以
前
に
は
新
政
府
直
轄
の
大
学
東
校
、
長
崎
と
大
坂
の
官
立
医
学
校
、
諸
藩
の
医
学
校
、

私
塾
が
存
在
し
た
。
明
治
十（
一
八
七
七
）年
四
月
に
東
京
大
学
が
誕
生
し
、
明
治
十
二
年
に
ド
イ
ツ
人

教
師
の
も
と
で
学
ん
だ
医
学
部
卒
業
生
が
巣
立
ち
は
じ
め
る
。
こ
の
医
学
士
は
、
日
本
医
学
の
近
代
的

自
立
と
ド
イ
ツ
医
学
の
普
及
と
い
う
ふ
た
つ
の
政
策
的
課
題
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
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ま
ず
、
か
れ
ら
は
ド
イ
ツ
医
学
へ
の
依
存
か
ら
脱
却
し
、
日
本
医
学
の
自
立
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
本
邦
医
家
ノ
師
範
」

で
あ
る
医
学
士
（ 

）の
出
現
と
同
時
に
官
費
留
学
生
の
ド
イ
ツ
派
遣
が
本
格
化
す
る
。
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
一
貫
し
た
教
育
課
程
を
卒
え
た
医
学

士
は
、
東
校
派
遣
留
学
生
と
は
異
な
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
細
分
化
さ
れ
た
専
門
領
域
の
研
究
に
携
わ
り
、
帰
国
後
は
ド
イ
ツ
人
教
師
に

替
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

医
学
士
は
、
地
方
の
医
学
教
育
に
お
け
る
ド
イ
ツ
医
学
の
定
着
の
作
業
に
も
た
ず
さ
わ
る
。
か
れ
ら
は
、
明
治
十
二
年
の
医
師
試
験
規

則
に
よ
り
無
試
験
で
開
業
免
許
を
付
与
さ
れ
る
（ 

）。「
歐
米
諸
国
ノ
大
學
校
ニ
於
テ
醫
學
卒
業
證
書
ヲ
得
タ
ル
者
」（
第
三
条
） 
も
医
学
士
と
同

等
と
み
な
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
明
治
十
五
年
五
月
公
布
の
医
学
校
通
則
は
、
無
試
験
で
開
業
免
許
を
授
与
さ
れ
る
甲
種
医
学
校
の
ば
あ
い

に
は
三
名
以
上
の
医
学
士
、
乙
種
医
学
校
の
ば
あ
い
に
も
一
名
の
医
学
士
の
採
用
を
義
務
づ
け
、
医
学
士
は
「
尋
常
疾
医
」
の
養
成
に
あ

た
る
こ
と
に
な
る
。「
尋
常
疾
医
」
に
は
、
伝
統
的
な
漢
方
医
を
駆
逐
す
る
と
い
う
役
割
が
課
せ
ら
れ
る
。
東
京
大
学
医
学
部
は
、
医
学

教
育
に
お
い
て
権
威
を
た
か
め
、
医
学
校
に
た
い
す
る
支
配
権
を
つ
よ
め
る
。

　

明
治
十
九
年
三
月
、
法
科
、
医
科
、
工
科
、
文
科
、
理
科
の
五
分
科
大
学
か
ら
な
る
帝
国
大
学
が
誕
生
す
る
。
帝
国
大
学
は
、「
國
家

ノ
須
要
ニ
應
ス
ル
學
術
技
藝
ヲ
教
授
シ
及
其
蘊
奥
ヲ
攷
究
ス
ル
」（
帝
国
大
学
令
第
一
条
） 
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
同
年
四
月
に
公
布
さ
れ

た
中
学
校
令
に
も
と
づ
く
高
等
中
学
校
は
「
法
科
医
科
工
科
文
科
理
科
農
業
商
業
等
ノ
分
科
」
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
た（
第
三
条
）。

そ
の
課
題
は
「
実
業
」
に
つ
こ
う
と
す
る
も
の
に
「
須
要
ナ
ル
教
育
」
を
お
こ
な
う
こ
と
で
あ
る（
第
一
条
）。
中
学
校
令
に
も
と
づ
き
、

各
高
等
中
学
校
に
医
学
部
が
設
置
さ
れ
る
と
、
府
県
立
医
学
校
の
多
く
は
廃
校
に
追
い
や
ら
れ
る
。

　

明
治
三
十
六
年
の
専
門
学
校
令
に
よ
っ
て
体
系
化
を
終
え
る
医
学
教
育
制
度
は
、
表
十
の
と
お
り
ふ
た
つ
の
系
列
に
区
分
さ
れ
る
。
ま

ず
医
科
大
学
系
統
は
、
た
ん
な
る
医
師
の
養
成
機
関
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
医
学
の
受
容
機
関
と
し
て
そ
の
正
統
性
を
維
持
・
継
承
す
る
一

方
で
、
医
学
士
の
供
給
機
関
と
し
て
他
の
医
学
教
育
系
統
に
た
い
し
て
支
配
権
を
も
つ
医
学
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
の
総
本
山
で
あ
る
。
そ
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表九　医学校数・卒業生数の推移

専　　門　　学　　校大　　　　学校数
総計

年 次
卒業生私立公立官立私立公立官立

―
―
―
―
―
―
―
―
―
６６８
５６９
５７６
６５９
９９５
３９０
５３５
６４７
９４６
６２０
４２３

―
３
４
７
１８
２５
１５
１２
９
３
２
２
２
４
４
４
３
３
３
４

―
―
４
１１
１５
２１
３０
２８
３０
２７
３０
２９
２３
１８
３
３
３
３
３
３

１
１
１
―
―
１
１
―
―
―
―
―
―
５
５
５
５
５
５
５

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

―
―
９
１９
３４
４８
４７
４１
４０
３１
３３
３２
２６
２８
１３
１３
１２
１２
１２
１３

明治７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６

※　『医制八十年史』（厚生省医務局編、印刷局朝暘会、昭和３０
年、８２５頁）により作成した。

表一〇　医学教育制度の体系化

開　業　医　養　成　機　関　系医科大学系

私 立 医 専
系　　　統

府県立医専
系    統

官 立 医 専
系　　　統

医 科 大 学
系　　　統

私塾藩医学校大坂医学校
長崎医学校

大学東校明治４（１８７１）年

私立医学校府　県　立
医　学　校

――東京大学
医学部

明治１０（１８７７）年

私立医学校府　県　立
医　学　校

高等中学
医学部

帝国大学
医科大学

明治２０（１８８７）年

私立医専
医　学　校

府県立医専
医　学　校

官立医専帝国大学
医科大学

明治３６（１９０３）年
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の
他
の
三
系
統
は
伝
統
的
な
漢
方
医
に
か
わ
り
医
療
活
動
に
携
わ
る
西
洋
医
の
養
成
機
関
、
す
な
わ
ち
開
業
医
養
成
機
関
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
。
明
治
期
の
医
学
教
育
制
度
は
、
医
科
大
学
系
統
を
頂
点
と
す
る
ド
イ
ツ
医
学
の
下
降
化
・
浸
透
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
医
学
士
は
ド
イ
ツ
医
学
の
普
及
に
排
他
的
な
役
割
を
担
う
。

　

医
学
教
育
制
度
が
整
備
さ
れ
、
ド
イ
ツ
医
学
の
移
植
基
盤
が
拡
張
す
る
に
つ
れ
、
留
学
生
の
派
遣
母
体
が
多
様
化
し
、
私
費
留
学
生
が

急
膨
張
す
る
。
彼
ら
の
留
学
の
動
機
と
し
て
は
、
学
位
志
向
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
第
四
期
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
医
学

部
の
日
本
人
留
学
生
に
と
っ
て
は
「
ド
ク
ト
ル
と
い
え
ば（
中
略
）鬼
の
首
で
も
取
っ
た
や
う
に
、
大
喜
び
で
早
速
祝
杯
を
挙
げ
る
」
ほ
ど

に
学
位
取
得
は
困
難
を
き
わ
め
て
い
た
（ 

）。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
日
本
人
留
学
生
の
学
位
取
得
は
飛
躍
的
に
増
大
す
る
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大

学
で
は
、「
金
を
指
導
教
官
な
り
助
手
な
り
に
ふ
り
ま
い
て
、
論
文
を
こ
し
ら
え
て
も
ら
っ
て
、
免
状
を
も
ら
っ
て
く
る
」
日
本
人
留
学

生
の
「
ド
ク
ト
ル
取
り
」
が
表
面
化
す
る
（ 

）。
し
か
し
、
発
展
期
に
学
位
取
得
者
が
急
膨
張
し
た
理
由
は
、
ド
ク
ト
ル
・
メ
デ
ィ
ツ
ィ
ー
ネ 

（doctor
m

edicinae

        
        
） 
学
位
の
質
的
変
容
（ 

）に
よ
り
そ
の
取
得
が
容
易
化
し
た
の
に
く
わ
え
、
日
本
人
留
学
生
の
大
半
が
留
学
前
に
ド
イ
ツ

医
学
に
依
拠
し
た
専
門
教
育
を
卒
え
、
し
か
も
医
療
経
験
を
も
つ
点
に
求
め
ら
れ
る
。
開
業
医
養
成
機
関
系
出
身
者
の
あ
い
だ
で
は
、
出

身
校
に
よ
る
人
脈
が
形
成
さ
れ
、
学
位
を
志
向
す
る
私
費
留
学
生
が
増
大
し
て
い
た
。
近
代
的
医
師
の
経
済
的
地
位
の
向
上
に
よ
り
開
業

医
養
成
機
関
系
出
身
者
の
私
費
留
学
が
活
発
化
す
る
な
か
で
、
学
位
は
留
学
成
果
を
具
体
的
に
証
明
す
る
重
要
な
証
明
書
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
ド
イ
ツ
大
学
医
学
部
の
学
籍
登
録
者
は
、
し
だ
い
に
私
費
留
学
生
を
主
体
と
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
第
四
期
に
は
、
大
立
目
重
虎
が
一
八
八
六
年
冬
学
期
に
イ
エ
ナ
大
学
神
学
部
に
学
籍
登
録
し
、
三
学
期
在
籍
す
る
。
大
立
目
は
、

神
学
部
に
学
籍
登
録
し
た
唯
一
の
日
本
人
で
あ
る
。

８２

８３８４
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第
五
節　

第
五
期
（
明
治
二
三
〜
二
六
年
）

　

第
五
期
は
、
明
治
二
十
三（
一
八
九
〇
）年
か
ら
明
治
二
十
六
年
ま
で
の
三
年
六
学
期
の
期
間
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
明
治
二
十
三

年
六
月
に
帝
国
大
学
に
農
科
大
学
が
設
置
さ
れ
、
明
治
二
十
六
年
八
月
に
帝
国
大
学
に
講
座
制
が
導
入
さ
れ
る
。
他
の
期
間
よ
り
短
い
が
、

か
り
に
五
年
十
学
期
に
換
算
す
る
と
、
ベ
ル
リ
ン
大

学
で
は
第
四
期
の
学
籍
登
録
者
数
と
同
数
で
あ
り
、

ラ
イ
プ
チ
ヒ
で
は
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン

で
は
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
で
は

十
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
増
加
し
た
こ
と
に
な
る
。
第
四

期
を
膨
張
期
と
す
れ
ば
、
第
五
期
以
降
、
微
増
・
安

定
期
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
五
期
に
は
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
日
本
人
学
籍
登

録
者
が
同
期
の
日
本
人
学
籍
登
録
者
全
体
に
占
め
る

割
合
が
は
じ
め
て
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
割
っ
た
こ
と
、

医
学
部
登
録
者
の
同
期
の
学
籍
登
録
者
に
占
め
る
割

合
が
五
割
を
下
回
り
な
が
ら
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
、

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ

ル
ク
の
諸
大
学
で
は
依
然
と
し
て
七
十
パ
ー
セ
ン
ト

広島修大論集　第 ４８ 巻　第２号（人文）
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三
四

表一一　医学校数・卒業生数の推移

専　　門　　学　　校大　　　　学校数
総計

年 次
卒業生私立公立官立私立公立官立

―
―
―
―
―
―
―
―
―
６６８
５６９
５７６
６５９
９９５
３９０
５３５
６４７
９４６
６２０
４２３

―
３
４
７
１８
２５
１５
１２
９
３
２
２
２
４
４
４
３
３
３
４

―
―
４
１１
１５
２１
３０
２８
３０
２７
３０
２９
２３
１８
３
３
３
３
３
３

１
１
１
―
―
１
１
―
―
―
―
―
―
５
５
５
５
５
５
５

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

―
―
９
１９
３４
４８
４７
４１
４０
３１
３３
３２
２６
２８
１３
１３
１２
１２
１２
１３

明治７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６

※　『医制八十年史』（厚生省医務局編、印刷局朝暘会、昭和
三〇年、八二五頁）により作成した。
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が
医
学
部
に
学
籍
登
録
し
た
こ
と
な
ど
を
特
徴
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
五
期
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
留
学
が
帝
国
大
学
の
教
官
の
再
生
産
の
方
策
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
点
に
つ
い
て
論
究
す
る
。

　

政
変
後
の
明
治
十
五
年
三
月
、
海
外
に
お
け
る
留
学
成
果
を
効
率
的
に
、
一
元
的
に
国
家
に
還
元
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
、
官
費
海

外
留
学
生
規
則
が
制
定
さ
れ
る
。
留
学
生
は
、
成
業
帰
国
し
た
さ
い
に
は
、
所
轄
の
文
部
省
が
指
定
す
る
職
務
に
つ
く
こ
と
を
義
務
づ
け

ら
れ
る
。
同
時
に
、
お
雇
い
外
国
人
に
支
払
う
外
貨
の
不
足
に
対
応
す
る
た
め
に
、
大
学
な
ど
で
雇
用
す
る
「
外
國
教
師
」
を
「
本
邦
人
」

に
替
え
、「
外
國
教
師
」
の
雇
用
に
と
も
な
う
莫
大
な
出
費
を
削
減
す
る
こ
と
（ 

）も
官
費
海
外
留
学
生
規
則
制
定
の
眼
目
で
あ
っ
た
。
明
治

二
年
に
大
学
東
校
が
「
皇
國
之
醫
學
獨
立
」
と
い
う
構
想
を
し
め
し
て
以
来
、
外
国
人
教
師
へ
の
依
存
か
ら
の
脱
却
は
懸
案
で
あ
っ
た
が
、

も
は
や
不
可
避
の
財
政
的
な
課
題
と
な
る
。

　

明
治
二
十
六
年
八
月
、
文
部
大
臣
の
井
上
毅
は
帝
国
大
学
令
を
改
正
し
、
講
座
制
を
導
入
す
る
。
講
座
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

一
名
の
「
教
授
」
が
担
当
す
る
が
、「
教
授
ヲ
欠
ク
場
合
其
ノ
他
特
別
ノ
事
情
ア
ル
場
合
」
に
は
「
助
教
授
又
ハ
嘱
託
講
師
」
が
担
当
す

る（
第
一
一
条
）。
い
わ
ゆ
る
一
講
座
一
教
官
制
で
あ
る
。「
講
座
ノ
種
類
及
其
ノ
数
」
は
勅
令
第
九
十
三
号
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ（
第
一
二

条
）、
法
科
大
学
に
二
十
二
、
医
科
大
学
に
二
十
三
、
工
科
大
学
に
二
十
一
、
文
科
大
学
に
二
十
、
理
科
大
学
に
十
七
、
農
科
大
学
に
二
十
、

合
計
百
二
十
三
講
座
が
設
置
さ
れ
る
。

　

井
上
に
よ
れ
ば
、
講
座
を
設
置
し
た
の
は
「
教
官
タ
ル
者
ハ
一
身
ヲ
學
藝
ニ
委
シ
其
教
授
及
攷
究
ニ
専
心
從
事
ス
ル
コ
ト
ヲ 

セ
シ
」

め
る
た
め
に
、「
其
専
門
ト
ス
ル
所
」
を
「
擔
任
ヲ
一
定
セ
シ
メ
」、「
待
遇
ヲ
優
厚
ニ
シ
テ
地
位
ヲ
安
固
ナ
ラ
シ
ム
ル
」
た
め
で
あ 
る
（ 

）。

講
座
制
は
、
教
官
の
俸
給
と
密
接
に
か
か
わ
る
。「
學
術
ノ
進
歩
」
に
と
も
な
い
、
学
科
を
増
設
し
、
教
授
を
新
任
し
、
人
員
を
増
加
し

て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
俸
給
豫
算
」
は
「
他
ノ
政
費
」
と
同
様
に
減
額
を
ま
ぬ
が
れ
ず
、「
必
需
ノ
人
員
」
を
確
保
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
の
た
め
に
、「
學
術
技
藝
ヲ
修
メ
タ
ル
有
為
ノ
士
」
の
な
か
に
は
「
他
ノ
官
職
」
に
就
く
も
の
も
い
る
。
そ
れ
が
、「
大
學

８５

８６
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ノ
衰
頽
」
の
「
一
原
因
」
と
な
っ
て
い
る
。

　

講
座
制
は
、
基
本
的
に
は
研
究
教
育
上
の
基
礎
単
位
と
し
て
講
座
を
設
置
し
、
各
教
授
の
専
攻
分
担
を
明
確
に
し
、
研
究
・
教
育
の
責

任
体
制
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
、「
二
十
名
内
外
ノ
高
給
雇
ノ
外
國
教
師
」
の
俸
給
が
大
学
財
政
を
圧
迫 
し
（ 

）、

「
近
年
ノ
新
設
ニ
シ
テ
創
業
ニ
屬
セ
ル
」
大
学
の
整
備
に
支
障
が
生
じ
て
い
た
。
明
治
二
十
六
年
当
時
、
帝
国
大
学
の
日
本
人
専
任
教
授
・

助
教
授
の
現
員
百
十
名
に
た
い
し
、
外
国
人
教
師
は
十
五
名
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
明
治
二
十
七
年
度
の
大
学
予
算
総
額
は
四
十
二
万
九
千

円
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
外
国
人
教
師
の
俸
給
と
し
て
八
万
二
千
六
百
円
あ
ま
り
が
計
上
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
大
学
予
算
の
五
分
の

一
を
占
め
る
。
日
本
人
教
授
・
助
教
授
の
俸
給
予
算
総
額
は
十
九
万
七
千
円
に
す
ぎ
な
い
（ 

）。

　

講
座
制
が
導
入
さ
れ
た
一
ヶ
月
の
ち
、
勅
令
第
九
十
六
号
が
だ
さ
れ
、「
學
科
�
授
ノ
必
要
」
が
あ
り
、「
雇
外
國
人
ヲ
シ
テ
�
官
ノ
職

務
ニ
當
ラ
シ
ム
ル
」
場
合
に
は
、
総
長
が
文
部
大
臣
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（ 

）こ
と
が
周
知
さ
れ
る
。
講
座
制
の
導
入
に
よ
り
、

あ
く
ま
で
も
日
本
人
教
官
が
講
座
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
外
国
人
教
師
が
講
座
を
担
当
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
特

例
で
あ
る
。

８７

８８

８９
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三
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表
一
二
　
ド
イ
ツ
大
学
に
学
籍
登
録
し
た
帝
国
大
学
講
座
担
当
教
授

一
．
法
学
部
・
法
科
大
学

備
　
　
　
　
　
考

講
　
　
　
座
　
　
　
担
　
　
　
当

在
　
　
職
　
　
期
　
　
間

帰
国

出
国

派
遣

姓
　
　
名

明
２６
法
理
学

明
１５
～
４５
教
授

明
１４

明
９

文
部

穂
積
陳
重

明
３１
農
大
教
授

明
２６
経
済
学
財
政
学
第
一

明
１９
～
２０
教
授
、
２２
～
３１
教
授

明
１７

明
１３

文
部

和
田
垣
謙
三

明
３３
政
治
学

明
３３
～
講
師

明
１９

明
１５

文
部

木
場
貞
長

明
２６
憲
法
国
法
学
第
一

明
１９
～
２７
教
授

明
１９

明
１５

文
部

末
岡
精
一
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三
七

―　　―

明
２７
憲
法
国
法
第
二

明
２２
～
４５
教
授

明
２２

明
１７

文
部

穂
積
八
束

明
２６
羅
馬
法
、
明
２７
法
制
史
比
較
法
制
史

明
１４
助
教
授
、
教
授
２１
～
大
１１

明
２１

明
１７

文
部

宮
崎
道
三
郎

明
３２
国
際
公
法

明
３２
～
京
都
教
授

明
３２

明
１７

私
費

千
賀
鶴
太
郎

明
２６
民
法
第
二
、
明
３４
行
政
法
第
一

明
２３
～
４３
教
授

明
２３

明
１８

文
部

梅
謙
二
郎

明
３０
社
会
政
策
学
会
結
成

明
２６
経
済
学
財
政
学
第
二
、
明
４０
経
済
学

第
一

明
２３
～
大
８
教
授

明
２３

明
１９

文
部

金
井
延

明
２６
～
２９
民
事
訴
訟
法

明
２６
～
２９
講
師

明
２３

明
１９

私
費

高
木
豊
三

明
２９
民
事
訴
訟
法

明
２９
講
師

明
２３

明
１９

私
費

前
田
孝
階

明
３３
刑
事
訴
訟
法

明
３３
～
講
師

明
２３

明
１９

私
費

石
渡
敏
一

明
２７
憲
法
国
法
学
第
一

明
２７
～
３５
教
授

明
２７

明
２３

私
費

一
木
喜
徳
郎

明
３９
経
済
学
第
二

明
３５
助
教
授
、
３９
～
大
８
教
授

明
２８

明
２４

私
費

山
崎
覚
次
郎

明
２８
商
法

明
２８
～
３９
教
授
、
４１
～
４４
教
授

明
２８

明
２４

文
部

岡
野
敬
次
郎

明
３０
統
計
学
、
明
３１
経
済
学
財
政
学
第
一
、

明
３５
財
政
学

明
３１
～
３５
教
授
、
４２
～
大
８
教
授

明
２７

明
２４

文
部

松
崎
蔵
之
助

※
　「
京
都
」
は
京
都
帝
国
大
学
、
そ
の
他
は
帝
国
大
学
ま
た
は
東
京
帝
国
大
学
を
示
す
。

二
．
医
学
部
・
医
科
大
学

備
　
　
　
　
　
考

講
　
　
　
座
　
　
　
担
　
　
　
当

在
　
　
職
　
　
期
　
　
間

帰
国

出
国

派
遣

姓
　
　
名

大
３
日
本
医
学
会
会
頭

明
２６
生
理
学

明
１５
～
大
４
教
授

明
７
明
１５

明
３
明
１１

東
校
私
費

大
沢
謙
二
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三
八

明
３２
東
京
化
学
会
長

明
２６
薬
学
第
三

明
１７
～
大
１０
教
授

明
１７

明
３

東
校
私
費

長
井
長
義

明
２６
衛
生
学
、
３９
衛
生
学
第
一

明
１８
講
師
、
１９
～
大
８
教
授

明
１７

明
１３

文
部

緒
方
正
規

明
２６
解
剖
学
第
二

明
１９
～
大
１０
教
授

明
１８

明
１３

文
部

小
金
井
良
精

明
２６
精
神
病
学

明
１９
～
３０
教
授

明
１９

明
１４

文
部

榊
俶

明
２６
病
理
解
剖
学

明
２０
～
大
４
教
授

明
２０

明
１４

文
部

三
浦
守
治

明
２６
内
科
学
第
二
、
２８
内
科
学
第
一

明
２０
～
大
６
教
授

明
２０

明
１６

文
部

青
山
胤
通

明
３０
医
化
学

明
２４
～
大
７
教
授

明
２３

明
１５

文
部

隅
川
宗
雄

明
２６
外
科
学
第
二

明
２０
～
大
１０
教
授

明
２０

明
１５

文
部

佐
藤
三
吉

明
２６
薬
学
第
一
講
座

明
１４
～
１６
助
教
授
、
２０
～
４５
教
授

明
２０

明
１６

文
部

下
山
順
一
郎

明
２６
法
医
学

明
１４
助
教
授
、
２２
～
大
１０
教
授

明
２２

明
１７

文
部

片
山
国
嘉

明
２６
薬
学
第
二

明
２０

明
１７

公
費

丹
波
敬
三

明
２６
眼
科
学

明
２２
～
大
１１
教
授

明
２２

明
１８

文
部

河
本
重
次
郎

明
２６
産
科
学
婦
人
科
学

明
２１
～
３３
教
授

明
２１

明
１８

文
部

浜
田
玄
達

明
２６
小
児
科
学

明
２１
講
師
、
２２
～
大
１０
教
授

明
２１

明
１８

私
費

弘
田

 長
 

つ
か
さ

大
４
総
長

明
３２
医
化
学

明
３２
～
京
都
教
授

明
２８

明
２２

私
費

荒
木
寅
三
郎

明
２８
内
科
学
第
二
、
３５
内
科
学
第
一

明
２６
助
教
授
、
２８
～
大
１３
教
授

明
２５

明
２２

私
費

三
浦
謹
之
助

明
３５
内
科
学
第
二

明
２８
助
教
授
、
３５
～
大
１４
教
授

明
２７

明
２３

私
費

入
沢
達
吉

明
３２
衛
生
学

明
２０
助
教
授
、
３２
～
３６
京
都
教
授

明
２７

明
２３

文
部

坪
井
次
郎
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三
九

―　　―

明
４４
日
本
病
理
学
会
長

明
２７
病
理
学
病
理
解
剖
学
第
二
、
明
４３
病

理
学
病
理
解
剖
学
第
一

明
２４
助
教
授
、
２８
～
大
１２
教
授

明
２７

明
２５

文
部

山
極
勝
三
郎

明
３１
外
科
第
一

明
３０
助
教
授
、
３１
～
大
１４
教
授

明
２８

明
２５

私
費

近
藤
次
繁

明
３２
外
科
学
第
一

明
３２
～
大
１０
京
都
教
授

明
２７

明
２５

私
費

猪
子

 止
戈
之
助

 
し
か
の
す
け

明
３３
皮
膚
病
学
会
長

明
３１
皮
膚
病
学
黴
毒
学

３１
助
教
授
、
３１
～
大
１５
教
授

明
３１

明
２６

文
部

土
肥
慶
蔵

三
．
工
科
大
学

備
　
　
　
　
　
考

講
　
　
　
座
　
　
　
担
　
　
　
当

在
　
　
職
　
　
期
　
　
間

帰
国

出
国

派
遣

姓
　
　
名

明
２６
応
用
化
学
第
一

明
１５
講
師
、
１７
～
教
授

明
１５

明
１２

文
部

高
松
豊
吉

明
３６
京
都
高
等
工
芸
学
校

長
明
２６
応
用
化
学
第
二
、
３１
化
学

明
１４
～
１６
助
教
授
、
明
２０
～
２７
教

授
、
３０
～
３６
京
都
教
授

明
２０

明
１６

文
部

中
沢
岩
太

四
．
文
学
部
・
文
科
大
学

備
　
　
　
　
　
考

講
　
　
　
座
　
　
　
担
　
　
　
当

在
　
　
職
　
　
期
　
　
間

帰
国

出
国

派
遣

姓
　
　
名

明
２６
心
理
学
倫
理
学
論
理
学
第
二

明
２５
～
大
７
教
授

明
２３

明
１０

私
費

中
島
力
造

明
２６
哲
学
哲
学
史
第
一

明
１５
助
教
授
、
２３
～
大
１２
教
授

明
２３

明
１６

文
部

井
上
哲
次
郎

明
３５
史
学
地
理
学
第
二

明
３５
～
大
８
教
授

明
２５

明
１９

私
費

箕
作

 元
八

 
げ
ん
ぱ
ち

高
等
師
範
学
校
教
授
兼
任

明
２７
～
３０
教
育
学

明
２７
～
３０
講
師

明
２２

明
１９

文
部

野
尻
精
一

明
２６
史
学
地
理
学
第
一

明
２４
～
教
授

明
２４

明
２０

文
部

坪
井
九
馬
三

明
２７
博
言
学
、
３０
国
語
学

明
２７
～
昭
２
教
授

明
２７

明
２３

文
部

上
田
万
年
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四
〇

五
．
理
科
大
学
（
理
工
科
大
学
）

備
　
　
　
　
　
考

講
　
　
　
座
　
　
　
担
　
　
　
当

在
　
　
職
　
　
期
　
　
間

帰
国

出
国

派
遣

姓
　
　
　
名

明
３１
物
理
学
第
二

明
３１
～
大
２
京
都
教
授

明
１４

明
１１

公
費

村
岡
範
為
馳

明
２６
地
質
学
第
一

明
１７
講
師
、
１９
～
大
１０
教
授

明
１７

明
１３

文
部

小
藤
文
次
郎

明
２６
数
学
第
二

明
２１
～
大
１０
教
授

明
２０

明
１５

文
部

藤
沢
利
喜
太
郎

明
３１
採
鉱
学
第
二

明
３１
～
４０
京
都
教
授

明
２２

明
１８

私
費

阿
部
正
義

明
２６
地
質
学
第
二

明
２２
～
大
１３
教
授

明
２２

明
１９

文
部

横
山
又
次
郎

明
３０
附
属
植
物
園
長

明
２６
植
物
学
第
一

明
２１
助
教
授
、
２３
～
大
１１
教
授

明
２１

明
１９

私
費

松
村
任
三

明
２６
物
理
学
第
二

明
１６
講
師
、
１９
助
教
授
、
２４
～
大

６
教
授

明
２４

明
２０

文
部

田
中
館
愛
橘

明
２６
星
学
第
二

明
２７
講
師
、
２８
～
昭
３
教
授

明
２８

明
２３

文
部

平
山
信

明
２８
植
物
学
第
二

明
２８
～
大
１３
教
授

明
２８

明
２４

文
部

三
好
学

明
２９
応
用
数
学

明
２３
助
教
授
、
２９
～
大
１５
教
授

明
２９

明
２５

文
部

長
岡
半
太
郎

明
２７
地
質
学
第
三
、
４２
鉱
物
学

明
２７
助
教
授
、
２９
～
大
１３
教
授

明
２７

明
２５

私
費

神
保
小
虎

六
．
農
科
大
学

備
　
　
　
　
　
考

講
　
　
　
座
　
　
　
担
　
　
　
当

在
　
　
職
　
　
期
　
　
間

帰
国

出
国

派
遣

姓
　
　
名

明
２６
農
林
物
理
学
・
気
象
学

明
２３
～
３９
教
授

明
１６

明
３

東
校

北
尾
次
郎

明
４１
農
政
学
・
経
済
学
第
一

明
３１
～
大
８
教
授

明
１７

明
１３

文
部

和
田
垣
謙
三

明
２６
森
林
動
物
学

明
２３
～
大
１３
教
授

明
２３

明
１８

私
費

石
川
千
代
松
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帝
国
大
学
は
、
あ
く
ま
で
も
「
學
術
技
藝
ヲ
修
メ
タ
ル
有
為
ノ
士
」
か
ら
な
る
「
學
問
ノ
最
高
府
」
と
し
て
君
臨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
明
治
期
の
教
育
制
度
は
、
帝
国
大
学
を
頂
点
と
す
る
西
欧
の
学
術
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
・
ヴ
ィ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
下
降
・
浸
透
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
頂
点
に
立
つ
講
座
担
当
教
授
の
育
成
の
た
め
に
、
留
学
生
の
海
外
派
遣
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
表

十
二
の
と
お
り
、
帝
国
大
学
講
座
担
当
教
授
の
再
生
産
の
た
め
に
ド
イ
ツ
留
学
は
有
効
な
方
途
で
あ
り
、
そ
の
後
も
継
続
さ
れ
る
。

お　

わ　

り　

に

　

明
治
十
四
年
の
政
変
後
、「
ド
イ
ツ
化
」
が
す
す
み
、
や
が
て
「
ド
イ
ツ
一
辺
倒
の
風
潮
」
が
う
ま
れ
る
。
ド
イ
ツ
へ
の
文
部
省
留
学

生
は
、
明
治
八（
一
八
七
五
）年
に
は
じ
ま
る
最
初
の
五
年
間
に
は
全
体
の
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
つ
ぎ
の
政
変
の
前
後

の
五
年
間
に
は
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
ち
か
づ
く
。
明
治
期
を
と
お
し
て
留
学
生
延
数
六
八
三
名
の
う
ち
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
が
ド
イ
ツ
へ
お

も
む
く
。「
ド
イ
ツ
化
」
の
波
は
他
の
官
費
留
学
生
や
私
費
留
学
生
を
も
ま
き
こ
む
。
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四
一

―　　―

明
２６
東
京
大
林
区
署
長

明
２６
森
林
設
制
学
（
林
学
第
一
）

明
２３
教
授
、
２６
～
２８
講
師

明
２３

明
１８

公
費

志
賀
泰
山

明
３９
農
芸
化
学
・
化
学
第
三

明
２６
助
教
授
、
３９
～
４３
教
授

明
２４

明
２１

私
費

豊
永
真
里

明
２６
動
物
学
・
昆
虫
学
・
養
蚕
学
第
二

明
２３
助
教
授
、
２４
～
大
１０
教
授

明
２４

明
２２

私
費

佐
々
木
忠
次
郎

明
２６
造
林
学
（
林
学
第
二
）

明
２５
助
教
授
、
３３
～
昭
２
教
授

明
２５

明
２３

私
費

本
多
靜
六

明
２８
林
政
学
（
林
学
第
三
）

明
２８
～
大
１３
教
授

明
２４

文
部

川
瀬
善
太
郎

※
　『
東
京
大
学
百
年
史
』
部
局
史
一
・
二
（
昭
和
６１・６２

年
）、『
京
都
大
学
七
十
年
史
』（
昭
和
４２
年
）、『
日
本
博
士
全
伝
』（
明
治
２５
年
）
な
ど
に
よ

り
作
成
し
た
。

386



　
「
ド
イ
ツ
一
辺
倒
の
風
潮
」
が
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
か
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ふ
た
つ
の
側
面
か
ら
ア

プ
ロ
ー
チ
す
る
必
要
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
そ
う
し
た
風
潮
を
生
み
出
し
た
政
治
的
な
趨
向
、
そ
れ
に
連
動
す
る
政
策
や
制
度
と
い
う
側

面
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
新
政
府
の
留
学
政
策
の
特
徴
を
把
握
し
、
つ
い
で
民
権
主
義
と
の
対
立
の
な
か
か
ら
ド
イ
ツ
国
憲

主
義
が
浮
か
び
上
が
る
経
緯
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
知
的
媒
体
と
し
て
ド
イ
ツ
・
ヴ
ィ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
移
植
政
策
を
実
際
に
に
な
っ
た
留
学
生
の
個
別
的
な
動
静
と

い
う
側
面
で
あ
る
。
と
り
わ
け
第
一
期
に
は
、「
歐
洲
ヲ
留
學
セ
ル
生
徒
モ
大
半
轉
學
ヲ
爲
シ
、
醫
ヨ
リ
政
體
學
ニ
轉
ス
ル
者
、
又
兵
事

ニ
移
ル
ア
リ
」
と
い
わ
れ
る
（ 

）。
留
学
生
は
一
個
の
意
志
を
も
つ
人
格
と
し
て
移
植
作
業
に
た
ず
さ
わ
る
。

　

な
か
で
も
「
醫
ヨ
リ
政
體
學
ニ
轉
ス
ル
者
」、
す
な
わ
ち
青
木
周
蔵
は
、
医
学
留
学
生
と
し
て
ド
イ
ツ
へ
派
遣
さ
れ
、
の
ち
に
大
学
東

校
留
学
生
に
切
り
換
え
ら
れ
る
。
み
ず
か
ら
ベ
ル
リ
ン
大
学
法
学
部
に
学
籍
登
録
し
た
だ
け
で
な
く
、
ド
イ
ツ
北
部
連
邦
留
学
生
総
代
と

し
て
在
外
公
使
に
あ
た
る
弁
務
使
の
職
掌
を
代
行
し
、
大
学
東
校
留
学
生
、
北
白
川
宮
能
久
の
随
員
な
ど
に
専
攻
を
変
更
さ
せ
た
り
、
ベ

ル
リ
ン
に
立
ち
寄
っ
た
ロ
シ
ア
留
学
生
に
た
い
し
、
ド
イ
ツ
に
と
ど
ま
る
よ
う
説
得
し
た
り
す
る
。
青
木
は
、
品
川
弥
二
郎
な
ど
と
と
も

に
萩
藩
閥
を
中
心
と
し
て
結
束
し
、
ド
イ
ツ
・
ヴ
ィ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
移
植
を
推
進
す
る
た
め
に
意
図
的
に
連
携
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
ド
イ
ツ
・
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
と
も
い
う
べ
き
人
脈
が
生
ま
れ
、
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
・
ヴ
ィ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
移
植
基
盤
を
整
備
し
、

明
治
十
四
年
の
政
変
に
お
い
て
、
立
憲
君
主
国
家
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ド
イ
ツ
を
選
択
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

　

明
治
期
の
ド
イ
ツ
留
学
は
、
医
学
を
軸
と
し
て
展
開
す
る
。
全
期
間
を
と
お
し
医
学
部
に
学
籍
登
録
す
る
日
本
人
留
学
生
が
最
多
数
を

占
め
る
が
、
政
変
後
の
明
治
十
五
年
に
は
政
治
学
特
派
留
学
生
が
ド
イ
ツ
へ
派
遣
さ
れ
、
帝
国
大
学
が
誕
生
す
る
第
四
期
に
は
、
法
学
部

や
哲
学
部
へ
の
学
籍
登
録
が
増
加
す
る
。
哲
学
部
の
学
籍
登
録
者
の
な
か
に
は
官
房
学
系
の
学
科
を
専
攻
す
る
も
の
が
増
加
し
、
ま
た
官

房
学
系
の
学
部
に
学
籍
登
録
す
る
も
の
も
あ
ら
わ
れ
る
。
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学
籍
登
録
者
名
簿
は
、
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
過
程
を
究
明
す
る
た
め
の
貴
重
な
手
が
か
り
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
上
述
の
ド
イ

ツ
・
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
と
も
い
う
べ
き
人
脈
、
ド
イ
ツ
を
モ
デ
ル
と
し
た
立
憲
制
国
家
の
構
築
の
過
程
に
お
け
る
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
特

定
の
学
問
領
域
に
お
け
る
留
学
慣
行
、
学
問
領
域
ご
と
に
形
成
さ
れ
、
や
が
て
学
会
へ
と
変
容
し
た
と
思
わ
れ
る
人
脈
な
ど
が
あ
げ
ら
れ

る
。
な
お
、
政
官
財
の
著
名
な
人
物
だ
け
が
「
ド
イ
ツ
化
」
を
推
進
し
、「
ド
イ
ツ
一
辺
倒
の
風
潮
」
を
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
姓
名

さ
え
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
無
名
の
留
学
生
が
関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
裾
野
を
ひ
ろ
げ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け

な
い
。

【
註
】

（
１
）　

青
木
周
蔵
書
翰
、
竹
田
裕
伯
・
日
野
宗
春
宛
、（
慶
応
三
年
）七
月
初
出
日
付
、「
日
野
家
文
書
」、
諸
家
文
書
、
山
口
県
公
文
書
館
所
蔵
。

（
２
）　

慶
応
三
年
六
月
二
十
八
日
付
、
青
木
周
蔵
書
翰
、
日
野
宗
春
宛
、「
日
野
家
文
書
」、
諸
家
文
書
、
山
口
県
公
文
書
館
所
蔵
。
青
木
は
書
簡
の
な

か
で
「
毎
日
蘭
医
之
講
釋
と
申
テ
モ
原
書
之
残
数
不
レ

過
二

半
葉
一

、
患
者
モ
不
レ

出
二

十
人
一

此
モ
僕
等
ハ
診
察
不
レ

仕
候
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
３
）　

池
田
謙
斎
、『
回
顧
録
』、
四
六
〜
四
七
頁
。

（
４
）　

坂
根
義
久
、『
明
治
外
交
と
青
木
周
蔵
』、
刀
水
書
房
、
昭
和
六
〇
年
、
四
六
〜
四
七
頁
。

（
５
）　
『
青
木
周
蔵
筆
記
』
第
二
、「
青
木
周
蔵
関
係
文
書
」、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
。

（
６
）　
『
青
木
周
蔵
筆
記
』
第
三
。

（
７
）　
『
青
木
周
蔵
筆
記
』
第
二
。

（
８
）　
「
明
治
十
四
年
政
変
と
ド
イ
ツ
学
の
振
興
」、
井
上
久
雄
、『
近
代
日
本
教
育
法
の
成
立
』、
風
間
書
房
、
昭
和
四
四
年
、
七
六
四
頁
。

（
９
）　
「
諸
藩
ヲ
シ
テ
陸
軍
編
制
ハ
佛
蘭
西
式
ニ
依
ラ
シ
ム
」、『
法
令
全
書
』、
太
政
官
布
達
第
六
四
九
。

（　

）　

安
芸
基
雄
、「
ド
イ
ツ
医
学
採
用
に
関
す
る
フ
ル
ベ
ッ
キ
の
証
言
と
そ
の
時
代
背
景
」、
日
本
医
史
学
会
『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
第
一
三
巻
第

１０

一
号
、
昭
和
四
二
年
。

（　

）　
「
岩
佐
玄
珪
外
一
名
ニ
醫
學
校
取
調
御
用
掛
及
權
判
事
ヲ
命
ス
」、『
太
政
類
典
』
第
一
編
、
官
規
、
任
免
、
文
書
第
七
七
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
。
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（　

）　

鍵
山
栄
、『
佐
賀
の
蘭
学
者
た
ち
』、
佐
賀
新
聞
社
、
昭
和
五
一
年
、
一
一
九
頁
。

１２
（　

）　

石
黒
忠
悳
、『
懐
旧
九
十
年
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
、
一
六
七
頁
。

１３
（　

）　
「
相
良
知
安
覚
書
」、
東
京
帝
国
大
学
、『
東
京
帝
国
大
学
五
十
年
史
』
上
冊
、
昭
和
七
年
、
三
七
四
〜
三
七
五
頁
。

１４
（　

）　
『
青
木
周
蔵
筆
記
』
第
一
。

１５
（　

）　
「
日
本
陸
軍
病
院
記
録
」、
大
久
保
利
謙
、『
明
治
初
年
醫
史
料
』（『
中
外
医
事
新
報
』
別
冊
）、
昭
和
一
八
年
、
一
一
〜
一
六
頁
。

１６
（　

）　
「
相
良
知
安
先
生
」、『
中
外
医
事
新
報
』
第
一
二
一
八
号
、
昭
和
一
〇
年
五
月
。

１７
（　

）　

山
口
梧
郎
、『
長
谷
川
泰
先
生
』、
長
谷
川
泰
先
生
遺
稿
集
刊
行
会
、
昭
和
一
〇
年
、
二
八
〜
二
九
頁
。

１８
（　

）　
「
醫
學
校
雇
英
國
醫
師
ウ
ヰ
リ
ス
乞
暇
ニ
付
代
教
師
雇
入
ヲ
該
國
ヘ
託
ス
」、『
太
政
類
典
』
第
一
編
、
外
国
交
際
、
外
人
雇
入
、
文
書
第
五
九
。

１９
（　

）　

森
川
潤
、「
ド
イ
ツ
医
学
の
採
用
に
関
す
る
三
つ
の
疑
問
を
め
ぐ
っ
て
」、
日
本
医
史
学
会
『
日
本
医
史
学
雜
誌
』
第
三
九
巻
第
三
号
、
平
成

２０

五
年
九
月
。

（　

）　

池
田
謙
斎
、『
回
顧
録
』、
四
五
頁
。

２１
（　

）　
「
明
治
戊
辰
ヨ
リ
學
校
履
歴
第
壱
大
學
區
醫
學
校
」、『
明
治
初
年
醫
史
料
』、
三
頁
。

２２
（　

）　
「
相
良
氏
書
類
」、「
三
宅
秀
博
士
文
書（
四
）」、『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
第
一
二
九
八
号
、
昭
和
一
六
年
一
二
月
。

２３
（　

）　
「
明
治
戊
辰
ヨ
リ
學
校
履
歴
第
壱
大
學
區
醫
學
校
」、
三
〜
四
頁
。

２４
（　

）　

同
右
、
三
〜
四
頁
。

２５
（　

）　

三
条
実
美
宛
書
翰
、
明
治
元
年
一
一
月
二
二
日
付
、
日
本
史
籍
協
会
編
、『
岩
倉
具
視
関
係
文
書
』
四
、
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
四
三
年（
昭

２６

和
五
年
初
版
）、
一
八
七
〜
一
九
一
頁
。

（　

）　
『
懐
旧
九
十
年
』、
一
七
五
〜
一
七
七
頁
。

２７
（　

）　

内
務
省
衛
生
局
、『
医
制
五
十
年
史
』、
大
正
一
四
年
、
七
〜
八
頁
。

２８
（　

）　
「
公
用
備
忘
録
」、
日
本
史
籍
協
会
編
、『
広
沢
真
臣
日
記
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
四
八
年（
昭
和
六
年
初
版
）、
四
三
四
〜
四
四
二
頁
。

２９
（　

）　
「
獨
乙
醫
二
名
本
國
ヨ
リ
雇
入
伺
」、『
公
文
録
』
大
学
之
部
、
自
己
巳
十
二
月
至
庚
午
四
月
、
文
書
第
一
七
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
。

３０
（　

）　

同
右
。

３１
（　

）　
「
獨
逸
語
學
教
師
本
國
ヨ
リ
雇
入
伺
並
ワ
グ
ネ
ル
雇
入
届
」、『
公
文
録
』
大
学
之
部
、
自
己
巳
十
二
月
至
庚
午
四
月
、
文
書
第
一
八
。

３２
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（　

）　
「
獨
逸
北
部
聯
邦
公
使
ノ
來
翰
」、
早
稲
田
大
学
所
蔵
、『
外
務
省
日
記
』、
自
明
治
三
年
第
一
号
至
同
年
第
六
号
。

３３
（　

）　H
einz

V
ianden,

D
eutsche

Ä
rzte

im
Jap

 
      
         
         
       
    an

der
M

eiji-Zeit.
In:Joseph

K
reiner

        
                      
      (  H

rsg.v.

 
      )  ,

D
eutschland—

Japan.
H

istorische

   
           
        
           

３４K
ontakte,B

onn
1984,S.51.

 
          
             
  
）

（　

）　
「
佐
土
原
藩
木
脇
良
太
郎
獨
乙
國
ヘ
留
學
」、『
太
政
類
典
』
第
一
編
、
学
制
、
生
徒
二
、
文
書
第
三
八
。「
松
代
藩
原
桂
仙
醫
學
修
業
ト
シ
テ
獨

３５

逸
國
ヘ
留
學
」、『
太
政
類
典
』
第
一
編
、
学
制
、
生
徒
二
、
文
書
第
三
九
。
鈴
木
要
吉
、『
蘭
學
全
盛
時
代
と
蘭
疇
の
生
涯
』、
東
京
医
事
新
誌
局
、

昭
和
八
年
、
一
〇
九
頁
。

（　

）　
「
篠
山
藩
士
族
石
川
順
三
獨
乙
國
ヘ
留
學
」、『
太
政
類
典
』
第
一
編
、
学
制
、
生
徒
二
、
文
書
第
四
四
。

３６
（　

）　

石
黒
忠
悳
、『
懐
旧
九
十
年
』、
一
九
六
頁
。

３７
（　

）　
「
相
良
知
安
覚
書
」、
東
京
帝
国
大
学
、『
東
京
帝
国
大
学
五
十
年
史
』
上
冊
、
昭
和
七
年
、
三
七
四
〜
三
七
五
頁
。

３８
（　

）　
「
東
校
専
門
生
徒
留
學
之
儀
申
立
」、『
公
文
録
』
大
学
之
部
、
庚
午
自
九
月
至
閏
一
〇
月
、
文
書
第
三
二
。

３９
（　

）　
『
青
木
周
蔵
筆
記
』
第
二
。

４０
（　

）　
『
青
木
周
蔵
筆
記
』
第
三
。

４１
（　

）　

同
右
。

４２
（　

）　

順
天
堂
大
学
編
刊
、『
順
天
堂
史
』
上
巻
、
昭
和
五
五
年
、
三
二
四
頁
。

４３
（　

）　

日
本
史
籍
協
会
編
、『
木
戸
孝
允
日
記
』
二
、
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
四
二
年（
昭
和
八
年
初
版
）、
三
三
二
〜
三
三
三
頁
。

４４
（　

）　
「
独
逸
語
学
教
師
本
国
ヨ
リ
雇
入
伺
並
ワ
グ
ネ
ル
雇
入
届
」。

４５
（　

）　

佐
藤
進
差
出
、
岡
本
道
庵
宛
、
明
治
三
年
一
月
六
日（
一
八
七
〇
年
二
月
六
日
）付
、「
資
料
一（
手
紙
）」、
順
天
堂
大
学
編
刊
、『
順
天
堂
史
』

４６

上
巻
、
昭
和
五
五
年
、
一
〇
三
六
〜
一
〇
三
七
頁
。

（　

）　

荒
浪
市
平
、「
醫
學
博
士
佐
藤
進
君
」、
太
陽
臨
時
増
刊
十
二
周
年
紀
念
、『
明
治
十
二
傑
』、
博
文
館
、
明
治
三
二
年
六
月
、
二
五
五
〜
三
〇
六
頁
。

４７
（　

）　
「
渡
洋
之
記
二
」（
欧
洲
に
て
）、「
第
四
篇　

佐
藤
進
先
生
事
蹟（
四
）」、
松
本
本
松
、「
順
天
堂
百
五
十
年
史
」
十
三
、『
東
京
医
事
新
誌
』
第

４８

七
四
巻
第
八
号
、
昭
和
三
二
年
八
月
、
四
七
〜
四
八
頁
。　

（　

）　
『
青
木
周
蔵
筆
記
』
第
二
。

４９
（　

）　
「
渡
洋
之
記
四
」、「
第
四
篇　

佐
藤
進
先
生
事
蹟（
三
）」、
松
本
本
松
、「
順
天
堂
百
五
十
年
史
」
一
二
、『
東
京
医
事
新
誌
』
第
七
四
巻
第
七
号
、

５０
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昭
和
三
二
年
七
月
、
四
八
頁
。

（　

）　
「
醫
學
博
士
佐
藤
進
君
」、
二
七
九
頁
。

５１
（　

）　

佐
藤
進
差
出
、
某
宛
、
明
治
三
年
四
月
一
八
日（
一
八
七
〇
年
五
月
一
八
日
）付
、「
資
料
一（
手
紙
）」、『
順
天
堂
史
』
上
巻
、
一
〇
三
七
頁
。

５２
（　

）　
『
青
木
周
蔵
筆
記
』
第
二
。

５３
（　

）　
「
渡
洋
之
記
二
」（
欧
洲
に
て
）、「
第
四
篇　

佐
藤
進
先
生
事
蹟（
四
）」、
松
本
本
松
、「
順
天
堂
百
五
十
年
史
」
十
三
、『
東
京
医
事
新
誌
』
第

５４

七
四
巻
第
八
号
、
昭
和
三
二
年
八
月
、
四
八
頁
。

（　

）　

佐
藤
進
差
出
、
神
保
良
甫
宛
、
明
治
四
年
四
月
九
日（
一
八
七
一
年
五
月
三
〇
日
）付
、「
資
料
一（
手
紙
）」、『
順
天
堂
史
』
上
巻
、
一
〇
四
一

５５

〜
一
〇
四
三
頁
。

（　

）　

佐
藤
進
差
出
、
佐
藤
尚
中
宛
、
明
治
三
年
八
月
一
七
日（
一
八
七
〇
年
九
月
一
二
日
）付
、「
資
料
一（
手
紙
）」、『
順
天
堂
史
』
上
巻
、
一
〇
三

５６

八
頁
。

（　

）　
『
青
木
周
蔵
筆
記
』
第
一
。

５７
（　

）　
「
故
萩
原
三
圭
君
小
伝
」、『
中
外
医
事
新
報
』
第
三
三
三
号
、
明
治
二
七
年
二
月
、
一
七
七
頁
。

５８
（　

）　

春
畝
公
追
頌
会
編
刊
、『
伊
藤
博
文
伝
』
上
巻
、
昭
和
一
五
年
、
六
一
一
〜
六
一
三
頁
。

５９
（　

）　

九
鬼
隆
一
、「
海
外
留
學
生
の
引
上
げ
」、『
教
育
五
十
年
史
』、
民
友
社
、
大
正
一
一
年
、
一
三
頁
。

６０
（　

）　
「
各
省
使
所
轄
ノ
留
學
生
一
體
改
正
處
分
ノ
儀
伺
」、『
公
文
録
』
文
部
省
、
明
治
六
年
八
月
、
文
書
第
一
五
。

６１
（　

）　

大
沢
謙
二
、『
燈
影
虫
語
』、
杏
林
舎
、
昭
和
三
年（
東
京
大
学
生
理
学
同
窓
会
編
、
一
九
七
九
年
復
刻
）、
三
三
〜
三
四
頁
。

６２
（　

）　
「
留
學
生
處
分
ノ
儀
派
出
公
使
ヘ
示
達
案
伺
」、『
公
文
録
』
文
部
省
之
部
、
明
治
七
年
一
月
、
文
書
第
一
五
。

６３
（　

）　
「
海
外
留
學
生
改
正
處
分
ノ
儀
伺
」、『
公
文
録
』
文
部
省
之
部
、
明
治
六
年
七
月
、
文
書
第
一
四
。

６４
（　

）　
「
華
族
ノ
輩
外
國
留
學
ノ
外
自
今
學
資
ヲ
給
セ
ス
」、『
法
令
全
書
』
明
治
四
年
、
第
五
一
。

６５
（　

）　
「
華
族
ヲ
シ
テ
外
國
ニ
留
學
周
遊
シ
實
學
ヲ
講
セ
シ
ム
ル
ノ
詔
」、『
法
令
全
書
』
明
治
四
年
、
勅
諭
第
五
五
一
。

６６
（　

）　

青
沼
鋒
太
郎
、『
能
久
親
王
御
遺
蹟
建
碑
志
』、
北
白
川
宮
能
久
親
王
御
遺
蹟
保
存
会
、
昭
和　

一
四
年
、
三
八
〜
三
九
頁
。

６７
（　

）　
「
特
別
留
学
生
派
遣
及
費
用
ノ
件
」、『
公
文
録
』
文
部
省
、
明
治
一
五
年
自
正
月
至
六
月
、
文
書
第
一
七
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
。

６８
（　

）　

稲
田
正
次
、『
明
治
憲
法
成
立
史
』
上
巻
、
有
斐
閣
、
昭
和
五
三
年（
昭
和
三
五
年
初
版
）、
一
九
六
頁
。

６９
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（　

）　
「
權
大
書
記
官
村
田
保
外
一
名
獨
逸
國
ヘ
差
遣
ノ
件
」、『
公
文
録
』
官
吏
進
退
、
太
政
官
、
明
治
一
三
年
、
文
書
第
三
八
。

７０
（　

）　

穂
積
陳
重
、「
獨
逸
法
學
の
日
本
に
及
ぼ
せ
る
影
響
」、『
穂
積
陳
重
遺
文
集
』
第
三
冊
、
岩
波
書
店
、
昭
和
九
年
、
六
一
八
頁
。

７１
（　

）　

穂
積
重
行
、『
明
治
一
法
学
者
の
出
発
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
、
二
一
三
頁
。

７２
（　

）　

同
右
書
、
八
三
〜
三
八
七
頁
所
収
。

７３
（　

）　

鴨
居
武
編
、『
工
學
博
士
高
松
豐
吉
傳
』、
化
学
工
業
時
報
社
、
昭
和
七
年
、
二
六
〜
二
七
頁
。

７４
（　

）　
「
貸
費
留
學
生
條
規
改
定
」、『
太
政
類
典
』
第
三
編
、
学
制
、
生
徒
、
文
書
第
五
五
。

７５
（　

）　
「
英
國
貸
費
化
學
生
高
松
豊
吉
獨
逸
國
ヘ
移
轉
修
業
ノ
儀
上
申
」、『
公
文
録
』
文
部
省
、
明
治
一
四
年
自
正
月
至
三
月
、
文
書
第
二
九
。

７６
（　

）　
「
菊
池
大
麓
米
国
差
遣
ノ
帰
路
独
逸
国
ヘ
立
寄
ノ
件
」、『
公
文
録
』
文
部
省
之
部
、
明
治
一
六
年
自
一
月
至
一
二
月
、
文
書
第
五
。

７７
（　

）　
「
十
四
年
進
大
臣
」、
梧
蔭
文
庫
Ａ
―
四
二
〇
、
國
學
院
大
学
所
蔵
。

７８
（　

）　
『
青
木
周
蔵
筆
記
』
第
二
。

７９
（　

）　
「
東
京
大
学
医
学
部
学
位
授
与
式
式
辞
、
綜
理
池
田
謙
斎
」（
明
治
一
三
年
七
月
）、『
東
京
大
学
百
年
史
』
資
料
一
、
一
〇
四
九
〜
一
〇
五
〇
頁
。

８０
（　

）　

厚
生
省
医
務
局
編
、『
医
制
百
年
史
』
資
料
編
、
ぎ
ょ
う
せ
い
、
昭
和
五
一
年
、
五
四
頁
。

８１
（　

）　

鶴
見
裕
輔
、『
後
藤
新
平
』
第
一
巻
、
後
藤
新
平
伯
伝
記
編
纂
会
、
昭
和
一
二
年
、
四
三
八
頁
。

８２
（　

）　
「
対
談
、
私
の
歩
ん
だ
道
―
―
二
木
謙
三
博
士
の
人
と
学
問
」、
そ
の
五
、『
日
本
医
事
新
報
』
第
二
〇
二
三
号
、
昭
和
三
八
年
、
一
一
〇
頁
。

８３
（　

）　G
.B

engeser,D
oktorprom

otion
in

D
eut

 
   
          
         
          
   schland.B

egriff,G
eschichte,gegenw

          
         
                 

ärtige
G

estalt,B
onn

1964,S.21f.

        
         
             
   

８４
（　

）　
「
官
費
海
外
留
學
生
規
則
制
定
并
該
留
学
生
派
遣
ノ
件
」、『
公
文
録
』
文
部
省
之
部
、
明
治
一
五
年
自
一
月
至
六
月
全
、
文
書
第
二
〇
。

８５
（　

）　
「
帝
国
大
学
講
座
及
俸
給
ニ
係
ル
勅
令
請
議
案
」、『
梧
蔭
文
庫
』
Ｂ
―
二
七
一
二
。

８６
（　

）　

浜
尾
新
書
簡
、
井
上
毅
宛
、
明
治
二
七
年
一
月
日
欠
、『
梧
蔭
文
庫
』
Ｂ
―
二
八
八
〇
。

８７
（　

）　

海
後
宗
臣
編
、『
井
上
毅
の
教
育
政
策
』、
一
九
六
八
年
、
東
京
大
学
出
版
会
、
三
七
八
頁
。

８８
（　

）　

勅
令
第
九
六
号
、
明
治
二
六
年
九
月
九
日
、『
法
令
全
書
』。

８９
（　

）　

養
父
半
右
衛
門
宛
手
簡
、
明
治
六（
一
八
七
三
）年
三
月
二
九
日
付
、
木
代
修
一
、『
井
上
省
三
傳
』、
井
上
省
三
記
念
事
業
委
員
会
、
昭
和
一
三

９０

年
、
六
五
〜
六
七
頁
。
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Zusammenfassung

Über die Frequenz der sich an den deutschen Universitäten

immatrikulierten Japaner in der Meiji-Zeit

Jun MORIKAWA

　Nachdem die Liberalisten im Oktober 1881 aus der Regierung beseitigt 

wurden, kam die “Verdeutschung” voran, und tauchte die “Neigung nach 

dem Deutschen Reich” auf. Während der ersten fünf Jahren von 1875 

bis 1879 gingen nur 13 Prozenten der japanischen Studenten, die vom 

Kultusministerium nach Ausland entsandt wurden, ins Deutschland. 

Während der nächsten fünf Jahren von 1880 bis 1884 studierten jedoch die 

90 Prozentigen in Deutschland. In der Meiji-Zeit studierten insgesamt 80 

Prozenten der vom Kultusministerium nach Ausland entsandten Studenten 

in Deutscland. Die Welle der “Verdeutschung” verschlingte die Studenten, 

die auf Staatskosten außer dem Kultusministerium und auf eigene Kosten 

studieren wollten. Ich möchte ein Teil des Lebens der japanischen 

Studenten in Deutschland aufklären, die den Grund zur “Verdeutschung” 

vorbereiteten und die “Neigung nach dem Deutschen” verkörperten.
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